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投資信託説明書（目論見書）�

2008.1
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この冊子の前半部分は「ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド（愛称「宝島グローバル・

ボンド」）」の「投資信託説明書（交付目論見書）」、後半部分は「請求目論見書」です。

本書は、これらを「投資信託説明書（目論見書）」として一冊にまとめております。



■ 設定・運用は�

投資信託説明書（交付目論見書）�

2008.1
※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。�

ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド�
愛称「宝島グローバル・ボンド」�

追加型株式投資信託／バランス型�

（注）｢宝島｣は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。�



1. この目論見書により行うゴールドマン･サックス･グローバル・ボンド・ファンド（愛称「宝島グローバ
ル・ボンド」）（以下「本ファンド」といいます。）の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取
引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により、有価証券届出書を平成19年12月27日に関東財務
局長に提出しており、平成20年1月12日にその届出の効力が生じております。

2. 金融商品取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書は、販売会社に
対して投資者の請求があった場合に交付されます。請求を行った投資者は、当該請求を行った旨を記
録しておくことをおすすめします。

3. 本ファンドは債券など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、
基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。

●投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。

●投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。

●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。

●銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
本ファンドは、主に国内外の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落
や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ること
があります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

（注1）本書においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」ということがあります。
また、委託会社の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を「販売会社」といいます。

（注2）本書において投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法第198号。その後の改正を含みます。）を「投資信託
法」ということがあります。また、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法
律」となった場合は読み替えるものとします。）を「社振法」ということがあります。

（注3）本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、したがって合計として表
示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

（注4）本書において「ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド」を「本ファンド」ということがあります。



下記の事項は、この投資信託（以下｢本ファンド｣といいます。）をお申込みされるご投資家

の皆さまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。 

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分に

お読みください。 

記 

■本ファンドのリスクについて 

本ファンドは、主に国内外の債券を投資対象としますので、金利変動等による組

入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響によ

り、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資す

る場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資

家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、

損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 

本ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「債券の価格変動リスク」、「債

券の信用リスク」、「為替リスク」および「通貨運用リスク」などがあります。 

※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢リスクについて知りたい｣をご覧くだ

さい。 
■本ファンドの手数料等について 

◆申込手数料 

お申込み日の翌営業日の基準価額に 1.05％（税込）を上限として販売会社が独

自に定める率を乗じて得た額とします。 

※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。 

◆換金手数料 

本ファンドには換金手数料はありません。 

◆信託報酬 

ファンドの純資産総額に年 1.5225％（税込）の率を乗じて得た額とします。 

◆信託財産留保額 

本ファンドには信託財産留保額はありません。 

◆信託事務の諸費用 

監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率
0.05％相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。 

◆その他の費用 

・有価証券売買時の売買委託手数料 
・ 資産を外国で保管する場合の費用 等 

上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用
状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができま
せん。 

 
上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間
等に応じて異なりますので、表示することができません。 
※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用／税金について知り

たい」をご覧ください。 
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販 売 会 社
（申込取扱場所）

受 託 銀 行
（ 信 託 銀 行 ）

委 託 会 社
（ 運 用 会 社 ）

決 算 日

値動きの主な要因
（ 投 資 リスク ）

ファンドの特徴

信 託 期 間

主 な 投 資 対 象

ファンドのねらい

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

販売会社については右記のページ記載の照会先でご確認ください。

項　　目 内　　容

フ ァ ン ド 名

商 品 分 類 追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能

日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とします。

P9

P13

P13、14

P4～7

P10

P9

原則として無期限（設定日：1998年7月31日）

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル、100%円ヘッジ）
をベンチマークとし、日本を含む世界各国の債券への投資を通じて長期的
に同指数を上回る投資成果を目指します。

●債券の価格変動リスク ●債券の信用リスク
●為替リスク ●通貨運用リスク

毎年1月11日、4月11日、7月11日および10月11日。（ただし、休業日の場合
は翌営業日）

原則として年4回の決算時に収益の分配を行います。分配金額は、委託会
社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。自動けいぞく投資
コースの場合、収益分配金は税金を差引いた後自動的に無手数料で全額
再投資されます。

信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

ファンド概要

ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド
（愛称：宝島グローバル・ボンド）

詳しくは…� 詳しくは…�
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ファンドの概要について知りたい

税 金 等

信 託 報 酬
（運用中の費用）

ご 換 金 代 金 の
お 支 払 い

ご 換 金 単 位

ご 換 金 価 額

ご 換 金 申 込

お 申 込 手 数 料

お 買 付 単 位

お 買 付 価 額

原則として、特定日から起算して5営業日目から、販売会社でお支払いいたします。

純資産総額に対して年率1.5225%（税込）
※上記信託報酬のほか、監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額
を上限として定率で本ファンドより差引かれます。

「ファンドの費用／税金について知りたい　個人、法人別の課税の取扱い
について」をご覧ください。

お 買 付 受 付
締 切 時 間

「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除く毎営業日の午後3時（国内の
金融商品取引所の半休日は午前11時）まで受付けます。
（注）販売会社によっては午後3時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）より前に受付を締め切る場合が

ありますので、各販売会社にご確認ください。

a. 一般コース ： 1万口以上1万口単位

b. 自動けいぞく投資コース ： 1万円以上1円単位

a.またはb.のいずれかをお選びください。ただし、販売会社によっては、
どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。なお、一度お選び
いただいたコースは途中で変更できません。
販売会社によっては最低申込単位が異なる場合があります。

P22

P21

P20

P20

P21

P20

P20

1.05%（税込）を上限として各販売会社が定める料率

毎月の特定日（毎月11日。ただし、国内の休業日または「ロンドンまたは
ニューヨークの休業日」の場合は翌営業日。）に可能です。

ご 換 金 受 付
締 切 時 間

P20
特定日の午後3時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）まで受付
けます。
（注）販売会社によっては午後3時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）より前に受付を締め切る場合が

ありますので、各販売会社にご確認ください。

特定日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額
（換金時の費用） －なし

1口単位
販売会社によっては換金単位が異なる場合があります。

お買付申込日の翌営業日の基準価額

P19

項　　目 内　　容

P19

P19

お 買 付 申 込
「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除く毎営業日にお買付のお申込
みを受付けます。 P19

詳しくは…�詳しくは…� 詳しくは…�詳しくは…� 詳しくは…�
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ファンドの特徴について知りたい

ファンドのポイント

主な投資対象
本ファンドは、日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とします。

投資対象国を広く分散することにより、特定の国の景気や政治動向、金利動向の影響を低減することに加

え、投資対象債券の信用格付けをシングルA格（シングルAマイナス格も含みます。）以上に限定することで、

リターンの安定化を目指します。

＊格付けが公表されていない債券の場合は、委託会社または投資顧問会社が発行体の財務内容等を分析して適切と判断した格付けと

なります。

本ファンドは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ

クス（グローバル、100%円ヘッジ）をベンチマークとし、

長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。

◆日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とします。

◆JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル、100%円ヘッジ）
をベンチマーク（注1）とし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。

◆外貨建資産については、対円で為替ヘッジ（注2）を行うことにより、為替リスクの
低減を図ります。

◆付加価値の獲得を目的に、通貨のアクティブ運用を行います。
（注1）ベンチマークとは、運用において投資収益目標を設定する際に基準とする指標です。

これによりファンドの運用対象や資産の基本配分比率などがわかります。

（注2）為替ヘッジにはヘッジ・コストがかかります。

※　市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

日本�
29.4%

米国�
22.6%

ドイツ�
10.6%

イタリア�
9.8%

フランス�
8.6%

イギリス�
6.5%

スペイン�
3.4%

ベルギー　�
2.7%

オランダ　�
2.4%�
�

カナダ�
2.2%

スウェーデン�
0.8%�
�デンマーク�
0.7%

オーストラリア�
0.4%

【ベンチマークの国別構成】

出所：JPモルガン、2007年10月末現在
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ファンドの特徴について知りたい

高格付け債券への投資
投資対象となる債券の格付けは、組入れ時においてシングルA格（シングルAマイナス格も含みます。）相当

以上の銘柄とします。また、原則として、ポートフォリオの平均格付けはダブルA格（ダブルAマイナス格も

含みます。）相当以上に維持するように運用します。

また、格付けを取得していない債券に関しては、委託会社または投資顧問会社が前記格付け相当以上であ

ると判断した場合には、投資することができるものとします。

■債務不履行の可能性を第三者が評価し

たものが格付けです。債券を購入する

にあたって、債券を発行した企業等が

きちんと元本と利息を支払えるかを知

る上で重要な情報の一つといえます。

■格付けは英字の記号で表されます。左

図の例では、トリプルAが最も信用度が

高い、つまり債務不履行が生じる可能

性が最も低いことを表しています。

■元利金の支払いが国や政府によって保証された債券

■流動性は非常に高く、一般的に信用リスクは他の債券に比べて低い

■利回り面での魅力は、社債等の他のセクターに比べて劣る

■債券の信用格付けの位置付け

■主な投資対象債券の特徴

S&P

AAA�

AA�

A�

BBB

BB�

B�

CCC

Aaa�

Aa�

A�

Baa

Ba�

B�

Caa

ムーディーズ�

本ファンドの投資対象�

投
資
適
格�

投
機
的�

信
用
度�

低い�

高い�

国債

■企業が元利金の支払いを約束した債券

■発行体固有の信用リスクを有する

■利回りは国債よりも高い傾向

社債

なお、上記のほか、短期金融商品等も投資対象に含まれます。また、本ファンドは、有価証券先物取引、スワップ取引等を行

うことができます。
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ヘッジによる為替リスクの低減
本ファンドでは、投資する外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行うことにより、

為替リスクの低減を図ります。

※世界債券（100%円ヘッジ）の値動きの推移のグラフは、あくまで本ファンドのベンチマークの動きであり、本ファンドの

実績ではありません。また、信託報酬等の諸費用は考慮されていません。上記は過去の実績であり、将来の結果を保証す

るものではありません。ベンチマークには直接投資することはできず、取引コストや流動性等の市場要因は考慮されてい

ませんので、実際の取引結果とは異なります。

出所：JPモルガン、ブルームバーグ

299

115

（円／ドル）�

世界債券（100%円ヘッジ）�

（本ファンドのベンチマーク）�

（左目盛）�

円／ドルレート�

（右目盛）�

0

50

100

150

200

250

300

350

0

50

100

150

200

250

300

（期間：1984年12月～2007年10月）�

84/12 86/12 88/12 90/12 92/12 94/12 96/12 98/12 00/12 02/12 04/12 06/12

本ファンドの�
設定時�

（'98年7月31日）�

【1984年12月末を100とした場合のベンチマークの値動きの推移と円／ドルレート】
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ファンドの特徴について知りたい

投資期間ごとの年率収益率の分布
下記のグラフは、本ファンドのベンチマークに1984年12月以降の各月末から決められた投資期間（1年、

3年、5年）投資したと仮定した場合の、年率換算後の収益率の分布（図中の数字は最高・最低を表します。）

を示しています。

投資期間を1年間とした場合、比較的投資収益の変動幅が大きい一方、投資期間を3年、5年と長期化した場

合では、比較的投資収益が安定化していたことが分かります。過去のデータからは、投資期間を長くするに

つれ、収益率の高低差は小さくなり、安定していく傾向が見られます。

※上記のデータはあくまで本ファンドのベンチマークの動きであり、本ファンドの実績ではありません。また、信託報酬等

の諸費用は考慮されていません。上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。ベンチマークに

は直接投資することはできず、取引コストや流動性等の市場要因は考慮されておりませんので、実際の取引結果とは異な

ります。

-5.7%

-0.1% 0.9%

9.1%
12.7%

23.5%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1年間投資� 3年間投資� 5年間投資�

出所：JPモルガン�

（期間：1984年12月～2007年10月）�

【投資期間ごとの年率収益率の分布】
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ファンドの分配金
年4回決算を行い、毎決算時（毎年1月11日、4月11日、7月11日および10月11日。ただし、休業

日の場合は翌営業日。）に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

分配方針
① 分配対象額は、経費控除後の利子等収益および売買損益（評価損益も含みます。）等の

範囲内とします。

② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配

対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。

③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、元本部分と同様に運用の基本方

針に基づき運用を行います。

なお、基準価額が当初元本（1万口＝1万円）を下回る場合においても分配を行うことがあります。

ご注意点
［一般コース］

●収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始

します。

［自動けいぞく投資コース］

●収益分配金は、税金を差引いた後各決算日の基準価額により無手数料で全額自動的に再投資

されます。

●収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社によっては再投資を中止することを申し出る

ことができます。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
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購入後のファンド情報を得るには

基準価額の入手方法

本ファンドの基準価額（1万口当たりで表示されます。）は毎営業日算出されます。

最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。また、原則として、日本経済新聞

（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます（略称：宝島GB）。

運用報告書

年2回（4月および10月）の決算時および償還時に、期中の運用経過などを記載した運用報告書を

作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。

その他のディスクロージャー資料

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用を行うファンドについては、

通常、月次で運用経過について記載したレポートが作成されています。

最新のレポートは、販売会社または下記のホームページにおいて入手可能です。

ホームページ�

電 　 話�

照会先� ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社�

03-6437-6000
（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）�

www.gsam.co.jp
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値動きの主な要因
本ファンドへの投資には、資産価値に影響を及ぼす様々なリスクが伴いますので、基準価額の変動により

投資元本が減少する可能性があります。したがって元金は保証されていません。

主なリスクとして以下のものが挙げられます。

本ファンドは債券への投資を行います。債券の市

場価格は、金利が上昇すると下落し、金利が低下

すると上昇します。金利の変動による債券価格の

変化の度合い（リスク）は、債券の満期までの期間

が長ければ長いほど、大きくなる傾向があります。

債券の価格変動リスク

債券の信用リスク

為替リスク

債券への投資に際しては、発行体の債務不履行等の信用リスクが伴います。一般に、発行体の信用度は第三

者機関による格付けで表されますが、格付けが低いほど債務不履行の可能性が高いことを意味します。発

行体の債務不履行が生じた場合、債券価格は大きく下落する傾向があるほか、投資した資金を回収できな

いことがあります。また、債務不履行の可能性が高まった場合（格下げなど）も債券価格の下落要因となり

ます。

一般的に外貨建資産への投資には為替リスクが伴いますが、本ファンドは、対円で為替ヘッジを行い為替変動

リスクの低減を図ります。なお、為替ヘッジを行うにあたりヘッジ・コストがかかります。為替および金利の動向に

よっては、為替ヘッジに伴うヘッジ・コストが想定以上に発生することがあります。（ヘッジ・コストとは、為替ヘッジ

を行う通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差分収益が低下します。）

通貨運用リスク

本ファンドは、ヘッジ目的に限らず、ファンド全体の収益向上を目指す目的でも為替予約取引等により多通

貨運用を行います。したがって、本ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。

【金利変動と残存期間の異なる債券の価格変動幅のイメージ】

上記はあくまで例示をもって理解を深めるための概念図です。

%

金利の変動幅�
短い� 長い�

価格の変動幅�

満期までの期間�
（残存期間）�

大�

小�
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その他のリスク

留意点

デリバティブ取引のリスク
本ファンドは債券関連のデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品とヘッジされ
るべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むことによるリスク等様々なリスク
が伴います。これらの運用手法は、ヘッジ目的のみならず、投資収益を上げる目的でも用いられることがありますが、実際
の価格変動が委託会社や投資顧問会社の見通しと異なった場合に本ファンドが損失を被るリスクを伴います。

為替取引等の相対取引の相手先に関するリスク
本ファンドでは為替取引等の相対取引を行いますが、これらの取引には相手先の決済不履行リスクが伴います。

解約申込みに伴う基準価額の下落に関するリスク
特定日に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格
で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。また、解約資金を手当てするため、
資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。

市場の閉鎖等に伴うリスク
金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もし
くは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより本ファンドの運用が影響を被り、基準価額の下落
につながることがあります。

先物取引等に伴うリスク
本ファンドは、運用において先物取引等を利用することがあります。先物取引等においては、ブローカーの破産等が生じた
場合に、取引の中断、債務不履行、一括清算、証拠金の返還の遅延もしくは不能等が起きる可能性があり、これにより本フ
ァンドが悪影響を被ることがあります。

コール・ローンの相手先に関するリスク
本ファンドは余資運用を原則としてコール・ローンで行いますが、これには相手先の信用リスクが伴います。

一部解約に関わる留意点
信託財産の資金管理を円滑に行うため、特定日当日の1件当たり3億円を超える大口のご換金は制限することがあります。後
記「換金について知りたい」のとおり、換金時期には制限があります。

資産規模に関わる留意点
本ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な
資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。

ベンチマークに関わる留意点
本ファンドは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル、100%円ヘッジ）を運用上のベンチマークとし
て運用を行い、これを上回るパフォーマンスを目指しますが、実際のパフォーマンスは、ベンチマークを下回ることがあり
ます。また、ベンチマークとするインデックスが下落する局面においては、一般に、本ファンドの基準価額も下落する傾向
があります。

受託銀行の信用力に関わる留意点
受託銀行の格付けが低下した場合や、その他信用力が低下した場合には、為替取引その他の取引の相手方の提供するクレジ
ット・ラインが削減される可能性があり、為替取引その他の取引ができなくなる可能性があります。さらに、そのような場
合には、為替取引その他の取引に関して、適用される契約の条項に従い、既に締結されている当該契約が一括清算される可
能性もあります。これらの場合には、そのような事情がない場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
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留意点（続き）
繰上償還に関わる留意点
本ファンドは、受益権の総口数が40億口を下回ることとなった場合等には、受託銀行と協議のうえ、必要な手続を経て繰上
償還されることがあります。また、この信託契約を解除することが受益者のために有利であると認めるときまたはやむを得ない
事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、必要な手続を経て、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
その場合、申込手数料は返還されません。

お買付およびご換金の制限に関わる留意点
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（コンピューターの誤作動等により決済
が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を
含みます。）があるときは、お買付およびご換金の受付けを中止またはすでに受付けたお買付およびご換金のお申込みを取
消し（ご換金の場合は取消しまたは保留）させていただくことがあります。
この場合、ご換金については、受益者は当該中止または保留以前に行った当日のご換金のお申込みを撤回できます。ただし、
受益者がそのご換金のお申込みを撤回しない場合には、ご換金代金は、当該中止または保留を解除した後の最初の基準価額
の計算日をご換金のお申込日として計算された価額とします。

法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点
法令・税制・会計等は今後変更される可能性もあります。

その他の留意点
収益分配金、一部解約金、償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。それぞれの場合においてその金額が販売
会社に対して支払われた後は、委託会社は受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売（お申込み代金の預り等を含み
ます。）について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
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ファンドの関係法人

ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント（GSAM）とは
ゴールドマン・サックスは、1869年（明治2年）創立の世界の主要な投資銀行のひとつであり、世界の主要都市に
拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・
資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。

ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、1988年の設立
以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2007年6月末現在、グループ全体で7,011億米ドル
（約86.4兆円＊）の資産を運用しています。
＊米ドルの円貨換算は便宜上、2007年6月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝123.26円）により計算して
おります。

ゴールドマン･サックス・アセット･マネジメント株式会社は、ゴールドマン･サックス・アセット・マネジメントの東京拠点
です。

投資顧問会社�
　GSAMロンドン（注）�

委託会社�
ゴールドマン・サックス・�
アセット・マネジメント�

株式会社�

受託銀行�
三菱UFJ信託銀行株式会社�
＜再信託受託会社：日本マスター�
トラスト信託銀行株式会社＞�

販売会社�
お客様�
（受益者）�

債券および通貨の�
運用指図権限の委託�
�

お申込み�

運用指図�

信託契約�

投資顧問契約�

販売会社�
ファンドの募集・販売の取扱い、
収益分配金の再投資、収益分
配金、償還金および換金代金
の支払い等を行います。�

投資信託の運用を指図する会社�
ファンドに集まったお金（信託財産といい
ます。）の運用指図等を行います。なお、
委託会社は、信託財産の計算その他本フ
ァンドの事務管理に関する業務を第三者
に委託することがあります。�

投資信託の信託財産を管理
する銀行�
信託財産の管理業務、基準価額の
計算等を行います。�

募集・�
販売契約�
�

（注）本ファンドの投資顧問会社であるゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント･インターナショナルをGSAMロンドンといいます。（以下同じ。）�

東京�

シンガポール�

ニューヨーク�
シカゴ

サンフランシスコ

ロサンゼルス
アトランタ

プリンストン

香港

メルボルン（注）

タンパ

サンパウロ

ボストン
ソウル

GSAM運用拠点

GSAMオフィス拠点

ロンドン�フランクフルト
チューリッヒ
ミラノ

パリ
ジュネーブ

GSグループオフィス拠点

モスクワ

ムンバイ

バンガロール

上海

（注）メルボルンはGS JBウェアのオフィスです。（GS JBウェアはゴールドマン・サックスの関連会社です）
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の概況
1.資本金
委託会社の資本金の額は4億9,000万円です（2007年12月27日現在）。

2.沿　革
委託会社は、米国を本拠地として総合的な金融サービスの提供を展開するゴールドマン・サックスの資産

運用グループの日本における拠点として、日本法上の株式会社として設立された投資信託委託会社です。主な

変遷は以下のとおりとなっています。なお、この他に、これまで、商号の変更、合併、事業目的の変更等はあり

ませんでした。

1996年 2月6日 会社設立

1996年 2月23日 証券投資信託法上の委託会社としての免許取得

1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可

2000年11月30日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の改正に伴う投資信託委託業のみなし

認可

2001年 8月13日 有価証券等に係る投資顧問業を会社の目的に追加

2002年 1月18日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律（｢投資顧問業法｣）上の投資顧問業

者としての登録

2002年 3月29日 投資顧問業法上の投資一任契約に係る業務の認可

2002年 4月1日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全部を譲受

け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マ

ネジメント株式会社に変更

2007年 9 月30日 証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の第二種金融商品取引業、投資運用業、

投資助言・代理業のみなし登録

3.本店の所在の場所および代表者の役職氏名
本店の所在の場所：東京都港区六本木六丁目10番1号　六本木ヒルズ森タワー

代表者の役職氏名：代表取締役　土岐 大介

4.大株主の状況 （2007年12月27日現在）

氏名または名称 住　所 所有株式数
（株）

所有比率
（%）

ゴールドマン・サックス・

アセット・マネジメント・エル・ピー

アメリカ合衆国ニューヨーク州

ニューヨーク市オールド・スリップ32番地
6,336 99

ザ・ゴールドマン・サックス・

グループ・インク

アメリカ合衆国ニューヨーク州

ニューヨーク市ブロード・ストリート85番地
64 1
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運用体制およびリスク管理体制

運用プロセス

本ファンドの運用は、英国ロンドンに本拠を置くゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル

（GSAMロンドン）に属する「グローバル債券・通貨運用チーム」によって行われます。

また、運用チームとは独立した「リスク管理・分析部門」がファンドのリスク管理を行います。

運用体制に関する社内規則等
ファンドの運用に関する社内規則として、ポートフォリオ・マネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買

執行基準およびその遵守手続きなどに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図るとともに、利益相反と

なる取引、インサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めています。（運用の全部または一部を海外

に外部委託する場合には、現地の法令および諸規則にもあわせて従うこととなります。）

内部管理体制
委託会社は、投資監督委員会を設置しています。投資監督委員会は、委託会社の運用に関する業務において、適用法令、協会

規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守するとともに、善良なる管理者としての注意義務および忠実義務の観点

から委託者としての責任を遵守するという目的のため、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を行うことができます。

グローバル債券・
通貨運用チーム

リスク管理・分析部門

豊富な実務経験を有する人材で構成されています。
メンバーの中には、エコノミスト経験者、中央銀行出
身者、銀行のディーラーなどの出身者もいます。

（注1）本書上、リスク管理とは、ベンチマークの収益率と本ファンドの収益率とのかい離の散らばり具合を、一定の範囲に留めることを目指すことです。かい離幅がかかる一定の
範囲におさまることを保証するものではなく、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。

（注2）上記運用体制およびリスク管理体制は、将来変更される場合があります。

本ファンドの運用は、以下のプロセスに従って行われます

運用チームによって構築されたポジションは、更に
運用チームとは独立した、リスク管理の専門チーム
に報告されます。リスク管理・分析部門はそのリスク
水準を日々モニターし、各チームに報告します。

債券戦略グループ�
（FISG ）�

ポートフォリオ・チーム�
ポートフォリオ�
における取引執行�

�
戦略的な方向性の設定�
および運用プロセスの監督�

�
「ベスト・アイディア」を�
ポートフォリオへ最大限反映�

セクター・チームおよび�
ポートフォリオ・チームによる�
最良執行の実現�

ファンダメンタルズ分析、計量リサーチ�
およびテクニカル分析を用いた幅広い�
収益源泉の追求�

トップダウン戦略チーム�

リサーチ情報の共有�

●デュレーション� ●国別配分�

●通貨配分� ●セクター配分�

ボトムアップ・セクター・チーム�

●国債／政府関係機関債�

●投資適格社債�

●MBS／ABS�

●エマージング市場債券�

●ハイイールド債券�

●地方債�

「ベスト・�
アイディア」�

監視・報告

（注）本運用プロセスがその目的を達成できる保証はありません。また本運用プロセスは変更される場合があります。
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上記は、金利の動向とデュレーションによるパフォーマンスへの影響につき、理解を深める目的で作成した一例です。必ずしもすべての場合に当てはまるとは限りません。

デュレーションとは

金利変動の幅が等しいと仮定した場合、債券の満期までの期間が長ければ長いほど、債券価格の変化の度合いも大きく

なる傾向があります。デュレーションとは、金利変動に対する債券の価格変動性を表す尺度であり、これが長いほど金

利変動に対する価格の変動幅が大きいことを意味します。一般に、満期までの期間が長いほど、その債券のデュレーシ

ョンも長くなります。

運用戦略

%

金利の変動幅�
短い� 長い�

価格の変動幅�

デュレーション�

大�

小�

上記はあくまで例示をもって理解を深めるための概念図です。

ベンチマークの資産配分を基本とし、複数のアクティブ運用戦略を組み合わせることで、リターンの向上

を目指します。

国別配分／デュレーション調整
債券の価格は、金利が低下した場合上昇し、逆に金利が上昇

した場合下落します。また、景気や物価動向は、国ごとに様々

であることから、金利の動きは国によって異なる場合があり

ます。

本ファンドでは、各国の金利見通しに基づいてポートフォリ

オのデュレーションを調整します。

金利の上昇時
金利上昇が予想される市場については、デュレーションを短期化し、金利上昇による債券価格の下落を抑えることにより、

ベンチマーク対比でのパフォーマンスの向上が見込めます。

金利の低下時
金利低下が予想される市場については、デュレーションを長期化し、金利低下による債券価格の上昇幅を大きくすること

で、ベンチマークに対する超過収益を追求します。

金利の変化

上昇 下落

低下 上昇

債券価格 デュレーション

短期化

長期化

短期化

長期化

パフォーマンス

金利上昇による価格の下落を抑えることにより、
パフォーマンスは相対的にプラス

金利の動向とデュレーションによるパフォーマンスへの影響（例）

金利上昇による価格の下落幅が大きくなるため、
パフォーマンスは相対的にマイナス

金利低下による価格の上昇が抑えられてしまい、
パフォーマンスは相対的にマイナス

金利低下による価格の上昇幅が大きくなるため、
パフォーマンスは相対的にプラス
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イールドカーブとは

一般に、債券の利回りは、満期までの期間の長さによっ

て異なります。イールドカーブとは、横軸に債券の残存

期間、縦軸に利回りをとったグラフに、各残存期間別の

利回りをプロットして、結んだ曲線のことをいいます。

イールドカーブ戦略
金利が変動する場合においては、あらゆる残存期間の金利

が常に同一幅で変動することはほとんどなく、通常、その変

動幅は残存期間ごとに異なります。その変動幅の違いに着

目した運用手法がイールドカーブ戦略です。

個別銘柄選択
株式指数における各個別銘柄の動きと同様に、債券のセクター内における銘柄ごとのパフォーマンスは異なります。同じセク

ター内の債券であっても、相対的に良好なパフォーマンスが期待できる銘柄を選別的に組入れることで、更なる付加価値の獲

得を目指します。

右図は、イールドカーブの変化の例を示しています。

ここでは短期債の金利が低下する一方で、中長期債の

金利は上昇しています。

この場合、金利が低下した短期債に、より多く投資し

ていれば、超過収益が得られたことになります。

イールドカーブ戦略では、このようにして超過収益の

獲得を目指します。

イールドカーブの変化（例）�

イールドカーブ�

債券の残存期間�

現在�

過去�

金利の変動幅�

3ヵ月�6ヵ月�1年� 2年�3年�4年�5年�6年�7年�8年�9年�10年�

利
回
り�

運用戦略
セクター配分
債券には、国債、政府関係機関債、地方債、社債など様々なセクター（種類）があり、それぞれセクターごとにパフォーマン

スは異なります。

本ファンドでは、相対的に良好なパフォーマンスが見込まれるセクターへの配分を増やす一方、パフォーマンスが劣ると判

断されるセクターに対しては組入れを引き下げることで、ベンチマークに対する超過収益の獲得を目指します。

ベンチマークの配分（例）� 社債に対して強気見通しのとき（例）�

社債の組入れを増やす�

社債�

社債�

その他�
その他�
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・上記はあくまで例示をもって理解を深めるためのものであり、本ファンドの運用成果を予測または保証するものではあ

りません。

・為替ヘッジにはヘッジ・コストがかかります。（ヘッジ・コストとは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差に相当

し、円の金利が低い場合、この金利差分収益が低下します。）

・本ファンドは通貨のアクティブ運用でリターンの向上を目指すため、対円での為替ヘッジ比率は常に100%を保つとは限

りません。したがって、一定の為替リスクを伴います。

・多通貨運用の部分では、市場動向に対する見通しを誤れば逆に損失を被ります。

（注）上記各運用手法がその目的を達成できる保証があるわけではありません。

運用戦略
通貨配分
本ファンドでは、外貨建資産について円ヘッジを基本とする一方、これとは独立した形で、為替相場見通しに基づいた通貨

運用ポートフォリオを別途構築することにより、超過収益の獲得を目指します。例えば、ユーロに対して米ドルが上昇する

と予想した場合、米ドルのポジションを引き上げる一方、ユーロのポジションを引き下げることで、ベンチマークに対する

超過収益の獲得を目指します。

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

豪ドル�加ドル�英ポンド�ユーロ�米ドル�日本円�

-5.0%

100%

-5.0%

-10.0%

10.0%

5.0% 5.0%

概念図（例）�

①100%円ヘッジの状態�

②為替相場見通しに基づくポジション�

③ファンド全体の通貨ポジション（①＋②）�

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

豪ドル�その他�加ドル�英ポンド�ユーロ�米ドル�日本円�

豪ドル�その他�加ドル�英ポンド�ユーロ�米ドル�日本円�

95.0%

-5.0% -10.0%

10.0%
5.0% 5.0%

0.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
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お買付の単位

販売会社によっては最低申込単位が異なる場合があります。

お買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なります。詳しくは各販
売会社にお問い合わせください。

お買付のお申込みの受付を中止することまたはすでに受付けたお買付のお申込みを取消しする場合があります。詳しくは
「リスクについて知りたい　留意点　お買付およびご換金の制限に関わる留意点」をご覧ください。

販売会社につきましては、9ページ掲載の照会先でご確認ください。

お買付のお申込み
販売会社の本・支店および営業所にて、毎営業日＊1受付けます。毎営業日の午後3時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11
時）＊2までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る各販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の
申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
＊1 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日（以下「ロ

ンドンまたはニューヨークの休業日」といいます。）を除きます。

＊2 販売会社によっては午後3時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）より前に受付を締め切る場合がありますので、各販売会

社にご確認ください。

収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差引かれた後自動的に無
手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。どちらかのコースをお選びください。（ただし、販売会社によっては、
どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。）一度お選びいただいたコースは途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」（販売会社によって
名称が異なる場合があります。）を販売会社との間で結んでいただきます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

お買付の価額
お買付の価額は買付申込をされた日の翌営業日の基準価額が適用されます。
お買付にかかる費用については「ファンドの費用／税金について知りたい」をご覧ください。

お買付の流れ

1営業日目� 2営業日目� 3営業日目� 4営業日目� 5営業日目�
買付申込日� 買付価額決定日�

買付申込をされた日の翌営業日の�
基準価額が適用されます。�

お買付代金の払込期日は販売会社により異な
ります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。�

一般コース ：1万口以上1口単位
自動けいぞく投資コース：1万円以上1円単位
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ご換金の単位
1口単位
販売会社によっては換金単位が異なる場合があります。

ご換金の流れ

ご換金のお申込み
お買付いただいた販売会社にて、毎月の特定日（毎月11日）＊1に受付けます。特定日の午後3時（国内の金融商品取引所の半休日
は午前11時）＊2までに、ご換金のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る各販売会社所定の事務手続が完了したもの
を当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
＊1 ただし、11日が国内の休業日または「ロンドンまたはニューヨークの休業日」の場合は翌営業日。
＊2 販売会社によっては午後3時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）より前に受付を締め切る場合がありますので、各販売

会社にご確認ください。

ご換金の価額
ご換金は、解約請求と買取請求の二つの方法があります。

［解約請求の場合］
ご換金の価額は、特定日の翌営業日の基準価額となります。お手取額は、基準価額から換金にかかる税金を差引いた金額となりま
す（詳しくは、「ファンドの費用／税金について知りたい」をご覧ください。）。

［買取請求の場合］
ご換金の価額は、特定日の翌営業日の基準価額となります。（詳しくは、「ファンドの費用／税金について知りたい」をご覧ください。）

次の事由による場合には、特定日以外の日であっても、販売会社で、1口単位で「買取請求制」によるご換金（特別買取請求
制）ができます。
1. 受益者が死亡したとき
2. 受益者が天災地変、その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3. 受益者が破産宣告を受けたとき
4. 受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5. その他上記1.～4.に準ずる事由があるものとして販売会社が認めるとき（準ずる事由とは、火災、事故、失業など販売会
社が予め定めた範囲に限るものとします。）

また、上記1.～4.の事由の場合に限り、特定日以外の日においても「解約請求制」によるご換金（特別解約請求制）ができます。
これらの場合には、当該事由を証する所定の書類をご提示いただきます。

ご注意点
信託財産の資金管理を円滑に行うため、特定日当日の1件当たり3億円を超える大口のご換金は制限することがあります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ご換金のお申込みの受付を中止することまたはすでに受付けたご換金のお申込みを取消しまたは保留する場合があります。
詳しくは、「リスクについて知りたい　留意点　お買付およびご換金の制限に関わる留意点」をご覧ください。

1営業日目� 2営業日目� 3営業日目� 4営業日目� 5営業日目�
特定日＊�

＊ 特別解約（買取）請求の場合は請求日�

換金価額決定日� 換金代金支払日�

特定日＊の翌営業日の基準価額が
適用されます。�

特定日＊から起算して5営業日目から�
販売会社を通じて代金が支払われます。�
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※本投資信託説明書（交付目論見書）で使用している税率等の課税上の取扱いは2007年12月27日現在の
ものです。税法が改正された場合には、下記内容が変更になることがあります。

＊1 上記は個人の受益者の場合です。法人の受益者の場合、原則として7%（所得税7%）の源泉徴収となります。買取請求の場合は、個人の場合同様、原則として換
金時の支払はありませんが、一定の要件を満たしていない場合には、受益者ごとの個別元本超過額に対し7%として計算した所得税相当額を控除することになり
ます。

＊2 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかかりません。
＊3 2009年4月1日以降は、同税率は20%（所得税15%、地方税5%）となる予定です。
＊4 ただし、一定の要件を満たしていない場合には、受益者ごとの個別元本超過額に対して7%として計算した所得税相当額を控除することになります。また、別途買

取差益について、譲渡所得として個人の受益者の場合10%（所得税7%、地方税3%）の申告分離課税が適用されるため、原則として確定申告を行うことが必要と
なります。2009年1月1日以降は、同税率は20%（所得税15%、地方税5%）となる予定です。

費用 税金＊1

お買付時＊2 1.05%（税込）を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手
数料率をお申込価額に乗じて得た額が申込手数料となります。

■信託報酬は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、本ファ
ンドの信託財産の純資産総額に年率1.5225%（税込）を乗じ
て得た額とし、配分は以下のとおりとします。

■監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産
総額の年率0.05％相当額を上限として定率で本ファンドより差引か
れます。詳しくは、後記「その他の費用について」をご覧ください。

合計 委託会社 販売会社 受託銀行

年率
1.5225%
（税込）

年率
0.7350%
（税込）

年率
0.7350%
（税込）

年率
0.0525%
（税込）

―

―

基準価額の個別元本超過額
×10%（所得税7%、地方税3%）＊3

普通分配金×10%
（所得税7%、地方税3%）＊3

償還価額の個別元本超過額
×10%（所得税7%、地方税3%）＊3

投資期間中

解 約 請 求
（特別解約請求
制を含みます）

による場合ご
換
金
時

―

換金時の支払いなし＊4

〈別途買取差益について譲渡所得
として10%（所得税7%、地方税
3%）の申告分離課税が適用され
るため、原則として確定申告を行
うことが必要となります。〉

買 取 請 求
（特別買取請求
制を含みます）

による場合

―

―

―

収益分配金
受取時
ファンドの
償還時

（運用費用の内訳）
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その他の費用について
信託報酬のほかに、本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。（ただし、これらに限定されるものではありません。）
①株式等の売買委託手数料、先物取引またはオプション取引等に要する費用
②外貨建資産の保管費用
③借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、受託銀行等の立替えた立替金の利息
④信託財産に関する租税
⑤その他信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を
含みます。）

①から④記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、
事前に料率、上限額等を表示することができません。また、委託会社は、上記⑤記載の諸費用の支払を信託財産のために行い、その金額
をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を、かかる諸費用の合計額とみなして、本ファンド
より受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、
0.05%を上限としてこれを変更することができます。
上記⑤記載の諸費用の額は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる
諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から委託会社に対して支払われます。

個別元本について
①個別元本とは、追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費
税等相当額は含まれません。）をいい、税法上の元本（個別元本）にあたります。なお、個別元本方式への移行時にすでに受益権を保有
していた場合、2000年3月31日の平均信託金が当該受益権に係る個別元本となります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で
加重平均することにより算出されます。
③ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社ごとに、個別元本の算出が行われます。また、同一販
売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の
両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益
者の個別元本となります。（「特別分配金」については、後記「分配金の課税について」をご覧ください。）

分配金の課税について
分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」があります。
①「普通分配金」とは、分配金をお支払いした後の基準価額がお客様の個別元本と同額または上回っている場合の分配金をいいます。
②「特別分配金」とは、分配金をお支払いした後の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、その下回った部分の分配金をい
います。

個人、法人別の課税の取扱いについて
①個人の受益者に対する課税

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額
については、10%（所得税7%、地方税3%）の税率による源泉徴収が行われます。ただし、2009年4月1日以降は、同税率は20%（所得
税15%、地方税5%）となる予定です。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税
されません。
これらについては収益の多寡を問わず確定申告は不要です。しかしながら、確定申告を行うことは可能であり、申告を行えば、総
合課税となります。なお、その場合、配当控除の適用はありません。
また、2004年1月1日以降に買取差損益または解約（償還）差損が発生した場合は、確定申告を行うことにより株式等（特定株式投
資信託（ETF）および特定不動産投資信託（REIT）を含みます。）の譲渡による所得または損失との損益通算が可能です。公募株式投
資信託の解約（償還）差益との損益通算については、その解約（償還）差益が、株式譲渡益ではなく配当所得として課税されるため、
行うことができません。
買取の場合、原則として買取請求時の手取額は、特定日（特別買取請求制の場合は、請求日）の翌営業日の基準価額となりますが、
一定の要件を満たしていない場合には、受益者ごとの個別元本超過額に対して7%（2009年4月1日以降は15%となる予定です。）
として計算した所得税相当額を控除することとなります。また、原則として確定申告を行うことが必要です。なお、公募株式投資
信託の譲渡によって生じた損失は、2004年以降、上場株式と同様に、3年間の繰越控除の対象となりました。

②法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額
については、7%（所得税7%）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。ただし、2009年4月1日以降は、同税率は15%（所得
税15%）となる予定です。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
買取の場合、原則として買取請求時の手取額は、特定日（特別買取請求制の場合は、請求日）の翌営業日の基準価額となりますが、
一定の要件を満たしていない場合には、受益者ごとの個別元本超過額に対して7%（2009年4月1日以降は15%となる予定です。）
として計算した所得税相当額を控除することとなります。この所得税相当額については、税額控除の適用はありません。
なお、益金不算入制度は適用されません。
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その他

信託の終了・約款の変更等
信託の終了
本ファンドは以下の場合には、所定の手続き＊を経て終了することがあります。
（1）受益権総口数が、40億口を下回ることとなった場合
（2）監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき
（3）委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき（ただし他の投資信託委託会社が委託会社の業務を引き継ぐときを除きます。）
（4）受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただし他の信託銀行が受託者の業務を引き継ぐときを除きます。）
（5）受託銀行の辞任または解任に際し新受託者を選任できないとき
（6）委託会社が、信託契約を解約することが受益者のため有利と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときで、受託銀行と合意する場合
＊ 委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面に
は、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らない
ものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約を
しません。委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載
した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。以上は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。

約款変更
委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合
意のうえ、信託約款を変更することができ、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます＊。
＊ 委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの
事項を記載した書面を信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口
数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更し
ない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対
して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。

反対者の買取請求権
前記「信託の終了」に規定する信託契約の解約または前記「約款変更」に規定する信託約款の変更を行う場合において、前記「信託の終了」ま
たは前記「約款変更」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、
信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。

その他の契約の変更について
（1）募集・販売契約

委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約
は、当事者間の合意により変更することができます。

（2）投資顧問契約
委託会社とGSAMロンドンの間の基本会社間投資顧問契約（以下「投資顧問契約」といいます。）には期限の定めがありません。投資顧問契約
は、当事者間の合意により変更することができます。投資顧問契約の終了または変更は、その内容が重大なものについて、あらかじめ、こ
れを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
公告を行いません。公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。
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受益者の権利等
（1）収益分配金の受領権に関する内容及び権利行使の手続

収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して５営業日までに販売会社を通じて、毎計算期間の末日において振替機
関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託銀行が委託会社の指定する預金口座等
に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けい
ぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加し
た受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
販売会社は、受益者がその有する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定し、上記の収益分配金の再投資にか
かる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、上記にかかわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了
のつど受益者に支払うことができます。
受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託
会社に帰属します。

（2）償還金の受領権に関する内容及び権利行使の手続
償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録
されている受益者への支払いを開始します。受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、そ
の権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

（3）一部解約金・買取代金の受領権に関する内容及び権利行使の手続
一部解約金・買取代金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「換金について知りたい」をご覧ください。
一部解約金・買取代金は原則として、特定日（特別解約請求制または特別買取請求制の場合は、請求日）から起算して５営業日目から販売会社
を通じて受益者に支払います。

（4）収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責
受託銀行は、収益分配金については支払開始日（一般コースの場合）および販売会社への交付開始前（自動けいぞく投資コースの場合）までに、
償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受
託銀行は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ
ん。

（5）換金手続き等
前記「換金について知りたい」をご覧ください。

内国投資信託受益証券事務の概要
（1）受益権の名義書換

該当事項はありません。
（2）受益者に対する特典

該当事項はありません。
（3）受益権の譲渡制限

該当事項はありません。ただし、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に対抗することができません。
（4）その他

本ファンドの受益権は振替受益権であり、委託会社は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。
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投資制限
（1）約款上の投資制限

①外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。
②株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含む）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、取得時において信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
⑦デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあ
たり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。（公社債の借入れ）
⑨委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て（一部解約
に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て
を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を
受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。（資金の借入れ）
⑩委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の
決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。（信用取引）

詳細およびその他の約款上の投資制限については、後記｢信託約款｣をご覧ください。

（2）法令上の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険
に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合におい
て、デリバティブ取引（新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）を行い、
又は継続することを内容とした運用を行うことを受託銀行に指示することはできません（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第
8号）。
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有価証券届出書の写しを
縦 覧 に 供 す る 場 所

該当事項はありません。

その他の情報について

申 込 期 間 2008年1月12日から2009年1月9日まで
（申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。）

振替制度について

本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、振替機関及び当該振替機関
の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、
振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。
振替受益権においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピューターで管理します。ファンド
の設定、解約、償還等がコンピューター上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録に
よって行われます。
委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。ファンドの分配金、償還金、
換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

募 集 総 額 3,000億円を上限とします。

格 付 格付けは取得しておりません。

「請求目論見書」の項目
第1 ファンドの沿革
第2 手続等

1  申込（販売）手続等
2  換金（解約）手続等

第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
（1）資産の評価
（2）保管
（3）信託期間
（4）計算期間
（5）その他

2  受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況

1 財務諸表
2ファンドの現況

第5 設定及び解約の実績

※「請求目論見書」とは、金融商品取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。

振替機関に関する
事 項

株式会社　証券保管振替機構
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ファンドの海外休業日

2008 年 1月21日 キング牧師誕生日（ニューヨーク）

2月18日 ワシントン誕生記念日（ニューヨーク）

3月21日 復活祭（聖金曜日）（ロンドン、ニューヨーク）

3月24日 復活祭（月曜日）（ロンドン）

5月 5 日 メーデー（ロンドン）

5月26日 一般公休日（ロンドン）、戦没者記念日（ニューヨーク）

7月 4 日 独立記念日（ニューヨーク）

ロンドンまたはニューヨークの休業日

2007年12月27日現在、委託会社が認識し得る2008年7月末までの「ロンドンまたはニューヨークの休業日」です。（休

業日は変更されることがありますので、必ず事前に販売会社までお問い合わせください。）
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イールドカーブ
イールドカーブは利回り曲線とも言い、横軸に債券の残存期間、縦軸に利回りをとった平面グラフ上に描

かれる曲線を指します。イールドカーブの形状は、将来の金利動向に対する市場参加者の平均的な見方を

表すと考えられています。

委託会社（いたくがいしゃ）
ファンドの設定・運用、目論見書・運用報告書の作成等を担当する会社（運用会社）を指します。

運用報告書（うんようほうこくしょ）
ファンドの運用内容に関する情報を記載した報告書です。投資信託及び投資法人に関する法律の定めによ

って、ファンドの決算時（年2回以上決算があるファンドについては年2回）および償還時に委託会社（運用会

社）が作成し、販売会社を通じて受益者に送られます。運用報告書には、設定来の運用経過、投資環境の説

明、組入れ有価証券の明細など、運用状況についての情報が記載されています。

解約価額（かいやくかがく）
途中解約する際に用いる価額で、解約金は解約口数に解約価額を乗じて計算されます。解約価額はファン

ドの基準価額から信託財産留保額を差引いた価額になります。ただし、信託財産留保額がないファンドで

は基準価額と同じ価額となります。

格付け（かくづけ）
債券の発行体の元利金支払いに対する確実性を第三者機関が評価したものです。格付けが高いほど、元利

金支払いの確実性が高いことを意味します。

→「信用リスク」、「投資適格債券」

株式投資信託（かぶしきとうししんたく）
投資信託の分類の一つです。一般的には株式を主な投資対象とするファンドを指しますが、約款上で株式

を少しでも組入れることが可能なファンドは株式投資信託に分類されます。したがって、主に公社債に投

資するファンドであっても、株式投資信託に分類される場合があります。

→「バランス型」
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為替ヘッジ（かわせヘッジ）
外貨保有に伴う為替リスクを為替予約取引等を活用することにより回避または低減する行為をいいます。

為替ヘッジを行う場合には、ヘッジ対象となる通貨と日本円の金利差に相当するヘッジ・コストまたはプ

レミアムが生じるため、海外の金利が日本の金利よりも高い場合であっても、直接享受することはできな

くなります。

基準価額（きじゅんかがく）
ファンドの時価を表すものです。基準価額は、その日のファンドの純資産総額を総口数で割って計算され、

日々変動します。一般的に、当初1口が1万円のファンドは1口当たりの価額、当初1口が1円のファンドは

1万口当たりの価額で表示されます。

債務不履行（さいむふりこう）
債券の発行体が支払期日において元利金の支払いを行わない状態を債務不履行（デフォルト）といいます。

この場合、通常債券の投資家が投資元本を回収できないことになり、損失を被ります。

→「信用リスク」、「格付け」

受託銀行（じゅたくぎんこう）
ファンドの信託財産を保管・管理する信託銀行を指します。

信託報酬（しんたくほうしゅう）
信託財産から、ファンドの運営にかかわる委託会社等に対して支払われる報酬です。信託報酬は、通常、

日々の純資産総額に対して定率で差し引かれます。委託会社のファンド運用に対する報酬、販売会社の収

益分配金や償還金の支払等代行業務に対する報酬、受託銀行のファンド管理・保管に対する報酬などが含

まれます。料率の内訳は目論見書に記載されています。

信用リスク（しんようリスク）
債券の発行体が債務不履行（デフォルト）に陥る可能性のことです。債券の元利金支払いの確実性が高いほ

ど、信用リスクが低いといいます。

→「格付け」、「債務不履行」、「投資適格債券」
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デュレーション
デュレーションとは、金利が変化したときの価格変動の大きさを把握する尺度です。固定利付債の場合、満

期までの期間が長いほど、デュレーションが長くなる傾向があります。デュレーションが長い債券は金利の

動きに対して価格が大きく変動する傾向がある一方、短い場合には価格の動きも小さくなる傾向があります。

投資適格債券（とうしてきかくさいけん）
発行体の格付けがある一定の水準を満たしている債券のことで、通常トリプルBマイナス格相当以上の債

券を指します。格付けがそれより低い債券は投機的格付け債（高利回り債）と呼ばれ、信用リスクにおいて

投資適格債券とは差があります。

→「信用リスク」、「格付け」

バランス型（バランスがた）
社団法人投資信託協会が定める証券投資信託の分類方法で、「約款上の株式組入限度が70%未満のファンド

で、株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの」を指します。

販売会社（はんばいがいしゃ）
主にファンドの募集・販売の取扱い、換金請求の受付、分配金・償還金・換金代金の支払いなどを行う金融

機関を指します。

ベンチマーク
ファンド運用の目標となる指標であり、ファンドの投資対象を勘案して設定されます。日本株式に投資す

るファンドであれば、TOPIX（東証株価指数）や日経平均株価指数などが基準となります。アクティブ型フ

ァンドの場合はベンチマークを上回る投資成果を目指し、インデックス型ファンドの場合はベンチマーク

との連動を目指します。













 <信託約款>

信託約款 

 

追加型証券投資信託 

ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド 

 

運用の基本方針 

 

 約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

1. 基本方針 

 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 

 

2. 運用方法 

(1) 投資対象 

 日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とします。 

(2) 運用方針 

① 世界の高格付けの公社債によって構成される中期的なデュレーションを有するポートフォリオに重点をおいた運用を

行い、高いレベルのトータル・リターンをねらいます。世界の債券市場に分散投資することによりリスクの分散を図りま

すが、金利リスクは継続してとり続けて行きます。 

② JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)を委託者が円ヘッジベースに換算した指数をベンチマークとし

て運用を行い、外貨建資産については為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。また、これ

とは別に為替アクティブ・ポジションを構築し、為替運用からの収益の確保も目指します。ただし、市況動向、資金

動向等により委託者が適切と判断した場合には上記と異なる場合もあります。 

③ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る

先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場

における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通

貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下｢有価証券先

物取引等｣といいます。)を行うことができます。 

④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた

め、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引

(以下｢スワップ取引｣といいます。)を行うことができます。 

⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 

⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払い資金の手

当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資

にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れを行うことができ、また法令上可能な限度に

おいて融資枠の設定を受けることができます。 

⑦ ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・インターナショナルに債券および通貨の運用に関する権限を委託しま

す。 

(3) 投資制限 

① 外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。 

② 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含む)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下と

します。 

③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額

の 5％以下とします。 

⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予

約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ

明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株

予約権付社債を含め｢転換社債型新株予約権付社債｣といいます。)への投資割合は、取得時において信託財産

の純資産総額の 10％以下とします。 

⑦ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 

 

3. 収益分配方針 

 年 4 回決算を行い、毎決算時(1 月 11 日、4 月 11 日、7 月 11 日、および 10 月 11 日。ただし、休業日の場合は翌営業

日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 

① 分配対象額は、経費控除後の利子等収益および売買損益(評価損益も含みます。)等の範囲内とします。 

② 分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には

分配を行わないこともあります。 

③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行いま

す。 



 <信託約款>

追加型証券投資信託 

ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド 

信託約款 

 

 

(信託の種類、委託者および受託者) 

第 1 条  この信託は、証券投資信託であり、ゴールドマ

ン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を委託

者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者と

します。 

②  この信託は、信託財産に属する財産についての

対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11

年法律第 62 号)の適用を受けます。 

 

(信託事務の委託) 

第 1 条の 2  受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信

託事務の委任として、信託事務の処理の一部に

ついて、金融機関の信託業務の兼営等に関する

法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営

の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関

係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法

律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1

号に規定する利害関係人をいいます。以下この条

において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結

し、これを委託することができます。 

②  前項における利害関係人に対する業務の委託

については、受益者の保護に支障を生じることがな

い場合に行うものとします。 

 

(信託の目的および金額) 

第 2 条  委託者は、金 50 億円～金 1,000 億円を受益

者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は

これを引き受けます。 

 

(信託金の限度額) 

第 3 条  委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円

を限度として信託金を追加することができます。 

②  追加信託が行われたときは、受託者はその引受

けを証する書面を委託者に交付します。 

③  委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度

額を変更することができます。 

 

(信託期間) 

第 4 条  この信託の期間は、信託契約締結日から第 53

条第 8 項、第 54 条、第 55 条、第 56 条第 1

項、または第 58 条第 2 項の規定による信託終

了日または信託契約解約の日までとします。 

 

(募集の方法、受益権の取得申込みの勧誘の種類) 

第 4 条の 2  委託者は、この信託について、金融商品取引法

第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる募集を行います。 

②  この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘

は、投資信託及び投資法人に関する法律第 2

条第 8 項で定める公募により行われます。 

 

(当初の受益者) 

第 5 条  この信託契約締結当初および追加信託当初の

受益者は、委託者の指定する受益権取得申込

者とし、第 6 条により分割された受益権は、その

取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属しま

す。 

 

(受益権の分割および再分割) 

第 6 条  委託者は、第 2 条の規定による受益権について

は、50 億口～1,000 億口に、追加信託によって

生じた受益権については、これを追加信託のつど

第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分

割します。 

②  委託者は、受益権の再分割を行いません。ただ

し、社債、株式等の振替に関する法律が施行さ

れた場合には、受託者と協議のうえ、同法に定め

るところにしたがい、一定日現在の受益権を均等

に再分割できるものとします。 

③  前項の規定により受益権の再分割を行った場

合には、委託者はその旨を遅滞なく受益者に対し

て公告します。 

 

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法) 

第 7 条  追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日

の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の

口数を乗じた額とします。追加信託は、原則として

毎営業日に行うものとします。 

②  この約款において基準価額とは、信託財産に属

する資産(受入担保代用有価証券および第 25

条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令

および社団法人投資信託協会規則に従って時

価評価して得た信託財産の資産総額から負債

総額を控除した金額(以下｢純資産総額｣といいま

す。)を計算日における受益権総口数で除した金

額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示

の有価証券(以下｢外貨建有価証券｣といいま

す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)

の円換算については、原則としてわが国における当

日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し

ます。 

③  第 32 条に規定する予約為替の評価は、原則と

してわが国における計算日の対顧客先物売買相

場の仲値によるものとします。 

 

(信託日時の異なる受益権の内容) 

第 8 条  この信託の受益権は、信託の日時を異にするこ

とにより差異を生ずることはありません。 

 

(受益権の帰属と受益証券の不発行) 

第 9 条  この信託の受益権は、2007 年 1 月 4 日より、

社債等の振替に関する法律(政令で定める日以

降｢社債、株式等の振替に関する法律｣となった

場合は読み替えるものとし、｢社債、株式等の振

替に関する法律｣を含め｢社振法｣といいます。以

下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以

降に追加信託される受益権の帰属は、委託者が

あらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことに

ついて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に

規定する｢振替機関｣をいい、以下｢振替機関｣と

いいます。)および当該振替機関の下位の口座管

理機関(社振法第 2 条に規定する｢口座管理機

関｣をいい、振替機関を含め、以下｢振替機関

等｣といいます。)の振替口座簿に記載または記録

されることにより定まります(以下、振替口座簿に記

載または記録されることにより定まる受益権を｢振

替受益権｣といいます。)。 

②  委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機

関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り

消された場合または当該指定が効力を失った場

合であって、当該振替機関の振替業を承継する

者が存在しない場合その他やむを得ない事情があ

る場合を除き、振替受益権を表示する受益証券

を発行しません。 



 <信託約款>

 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等

により受益証券を発行する場合を除き、無記名

式受益証券から記名式受益証券への変更の請

求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ

の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行い

ものとします。 

③  委託者は、第 6 条の規定により分割された受益

権について、振替機関等の振替口座簿への新た

な記載または記録をするため社振法に定める事

項の振替機関への通知を行うものとします。振替

機関等は、委託者から振替機関への通知があっ

た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振

替口座簿への新たな記載または記録を行います。 

④  委託者は、受益者を代理してこの信託の受益

権を振替受入簿に記載または記録を申請するこ

とができるものとし、原則としてこの信託の 2006 年

12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、

既に信託契約の一部解約が行われたもので、当

該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日

が 2007 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。)

を受益者を代理して 2007 年 1 月 4 日に振替受

入簿に記載または記録するよう申請します。ただ

し、保護預りではない受益証券に係る受益権につ

いては、信託期間中において委託者が受益証券

を確認した後当該申請を行うものとします。振替

受入簿に記載または記録された受益権にかかる

受益証券(当該記載または記録以降に到来する

計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を

含みます。)は無効となり、当該記載または記録に

より振替受益権となります。また、委託者は、受益

者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に

記載または記録を申請する場合において、委託

者の指定する証券会社(委託者の指定する金融

商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種

金融商品取引業を行う者をいいます。以下同

じ。)および登録金融機関(委託者の指定する金

融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録

金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の

手続きを委任することができます。 

 

(受益権の設定に係る受託者の通知) 

第 10 条  受託者は、追加信託により生じた受益権につい

ては追加信託のつど、振替機関の定める方法に

より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定

した旨の通知を行います。 

②  [削除] 

 

(受益権の申込単位、価額および手数料等) 

第 11 条  委託者の指定する証券会社および登録金融機

関は、第 6 条第 1 項の規定により分割された受

益権を、その取得申込者に対し、1 万口以上 1

口単位をもって取得の申込みに応じることができる

ものとします。ただし、委託者の指定する証券会

社または登録金融機関と別に定めるゴールドマン・

サックス・グローバル・ボンド・ファンド自動けいぞく投

資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定

する約款を含みます。)にしたがって契約(以下｢別

に定める契約｣といいます。)を結んだ取得申込者

に限り、1 万円以上 1 円単位をもって取得の申

込みに応じることができるものとします。なお、 英

国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の

休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの

銀行が休業日の場合は、追加信託の申込を受

付けないものとします。ただし、第 49 条第 2 項に

規定する収益分配金の再投資にかかる追加信

託金の申込みに限ってこれを受付けるものとしま

す。 

②  前項の取得申込者は委託者の指定する証券

会社または登録金融機関に、取得申込と同時に

または予め、自己のために開設されたこの信託の

受益権の振替を行うための振替機関等の口座を

示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係

る口数の増加の記載または記録が行われます。な

お、委託者の指定する証券会社および登録金融

機関は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権

の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額を

いいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当

該取得申込者に係る口数の増加の記載または

記録を行うことができます。 

③  第 1 項の受益権の価額は、取得申込日の翌

営業日の基準価額に、当該基準価額に 1.00％

を上限として委託者の指定する証券会社および

登録金融機関が定める率を乗じて得た手数料な

らびに当該手数料に対する消費税および地方消

費税(以下｢消費税等｣といいます。)に相当する金

額を加算した価額とします。 

④ [削除] 

④の 2 [削除] 

⑤  前各項の規定にかかわらず、受益者が別に定め

る契約に基づいて収益分配金を再投資する場合

は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずる

ことができるものとします。その場合の受益権の価

額は、原則として第 43 条に規定する各計算期間

終了日の基準価額とします。 

⑥  前各号の規定にかかわらず、委託者の指定する

証券会社および登録金融機関は、証券取引所

(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金

融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第

8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場を

｢取引所｣といい、取引所のうち、有価証券の売買

または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号

もしくは同項第 5 号の取引を行う市場および当該

市場を開設するものを｢証券取引所｣といいます。

以下同じ。)における取引の中止、外国為替取引

の停止その他やむを得ない事情(コンピューターの

誤作動等により決済が不能となった場合、基準価

額の計算が不能となった場合、計算された基準

価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を

含みます。)があると委託者が判断したときは、受

益権の取得申込みの受付けを中止することおよび

すでに受付けた取得申込みを取消すことができま

す。 

⑦ [削除] 

 

第 12 条  [削除] 

 

(受益権の譲渡に係る記載または記録) 

第 13 条  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場

合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載または記録されている振替口座簿に係る

振替機関等に振替の申請をするものとします。 

②  前項の申請のある場合には、前項の振替機関

等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権

の口数の減少および譲受人の保有する受益権の

口数の増加につき、その備える振替口座簿に記

載または記録するものとします。ただし、前項の振

替機関等が振替先口座を開設したものでない場

合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振
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替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を

含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の

振替先口座に受益権の口数の増加の記載また

は記録が行われるよう通知するものとします。 

③  委託者は、第 1 項に規定する振替について、当

該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等

と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が

異なる場合等において、委託者が必要と認めると

きまたはやむを得ない事情があると判断したとき

は、振替停止日や振替停止期間を設けることが

できます。 

 

(受益権の譲渡の対抗要件) 

第 14 条  受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座

簿への記載または記録によらなければ、委託者お

よび受託者に対抗することができません。 

 

第 15 条  [削除] 

 

第 16 条  [削除] 

 

第 17 条  [削除] 

 

第 18 条  [削除] 

 

(投資の対象とする資産の種類) 

第 18 条の 2  この信託において投資の対象とする資産の種類

は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産(｢特定資産｣とは、投

資信託及び投資法人に関する法律第 2

条第 1 項で定めるものをいいます。以下同

じ。) 

ｲ. 有価証券 

ﾛ. デリバティブ取引に係る権利(金融

商品取引法第 2 条第 20 項に規

定するものをいい、信託約款第 26

条、第 27 条および第 28 条に定め

るものに限ります。) 

ﾊ. 金銭債権 

ﾆ. 約束手形(金融商品取引法第 2

条第 1 項第 15 号に掲げるものを

除きます。) 

2. 次に掲げる特定資産以外の資産 

ｲ. 為替手形 

 

(運用の指図範囲等) 

第 19 条  委託者(第 20 条の 2 に規定する委託者から委

託を受けた者を含みます。以下関連する限度にお

いて同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券

(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有

価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除

きます。)に投資することを指図します。 

1. 株券または新株引受権証書 

2. 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一

体となった新株引受権付社債券(以下｢分

離型新株引受権付社債券｣といいます。)

の新株引受権証券を除きます。) 

6. コマーシャル・ペーパー 

7. 外国または外国の者の発行する証券また

は証書で、前各号の証券または証書の性

質を有するもの 

8. 新株引受権証券(分離型新株引受権付

社債券の新株引受権証券を含みます。)

および新株予約権証券(外国または外国

の者が発行する証券または証書で、かかる

性質を有するものを含みます。以下同じ。) 

9. 投資信託証券(外国の者が発行する証券

で、投資信託証券の性質を有するものを

含みます。ただし、クローズド・エンド型の会

社型外国投資信託証券を除きます。以

下同じ。) 

10. 外国の者の発行する証券または証書で、

銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを

業として行う者の貸付債権を信託する信

託の受益権またはこれに類する権利を表

示するもの(以下｢外国貸付債権信託受

益証券｣といいます。) 

11. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

12. 銀行、信託会社その他政令で定める金融

機関の貸付債権を信託する信託の受益

権(以下｢貸付債権信託受益権｣といいま

す。)であって金融商品取引法第 2 条第 1

項第 14 号で定める受益証券発行信託の

受益証券に表示されるべきもの 

13. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取

引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受

益証券発行信託の受益証券に限りま

す。) 

14. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1

項第 16 号で定めるものをいいます。) 

 なお、第 1 号の証券または証書および第 7 号の

証券または証書のうち第 1 号の証券または証書

の性質を有するものを以下｢株式｣といい、第 2 号

から第 5 号までの証券および第 7 号の証券のうち

第 2 号から第 5 号までの証券の性質を有するも

のを以下｢公社債｣といいます。 

②  委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券

のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法

第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされ

る同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用

することを指図することができます。 

1. 預  金 

2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条

第 1 項第 14 号に規定する受益証券発

行信託を除きます。) 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 貸付債権信託受益権であって金融商品

取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるも

の 

6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性

質を有するもの 

③  第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、

解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、

信託金を、前項に掲げる金融商品により運用す

ることの指図ができます。 

④  委託者は、信託財産に属する投資信託証券の

時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分

の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤  委託者は、信託財産に属する新株引受権証

券および新株予約権証券の時価総額と株式の

時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額

の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし



 <信託約款>

ません。 

 

(受託者の自己または利害関係人等との取引) 

第 19 条の 2 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがな

いものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資

法人に関する法律ならびに関連法令に反しない

場合には、委託者の指図により、受託者および受

託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼

営等に関する法律にて準用する信託業法第 29

条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいい

ます。以下この条および第 33 条において同じ。)、

第 33 条第 1 項に定める信託業務の委託先およ

びその利害関係人または受託者における他の信

託財産との間で、第 18 条の 2 ならびに第 19 条

第 1 項および第 2 項に定める資産への投資を、

信託業法、投資信託及び投資法人に関する法

律ならびに関連法令に反しない限り行うことができ

ます。 

②  前項の取扱いは、第 21 条、第 23 条から第 28

条、第 30 条、第 32 条、第 38 条から第 40 条に

おける委託者の指図による取引についても同様と

します。 

 

(信託財産相互間取引等) 

第 19 条の 3 委託者は、法令上認められる場合に限り、次に

掲げる取引を行うことを受託者に指図することがで

きます。 

1. 信託財産と自ら運用を行う他の信託財産

との間の取引 

2. 信託財産と(i)委託者の利害関係人等で

ある金融商品取引業者の営む投資助言

業務に係る顧客または(ii)かかる金融商品

取引業者が締結した投資一任契約に係

る顧客との間の取引 

 

(運用の基本方針) 

第 20 条  委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に

定める運用の基本方針にしたがって、その指図を

行います。 

 

(運用の権限委託) 

第 20 条の 2 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に

委託します。 

商  号： ゴールドマン・サックス・アセッ

ト・マネジメント・インターナ

ショナル 

所 在 地： 連合王国ロンドン市 

委託内容： 債券および通貨の運用 

②  前項の委託を受けた者が受ける報酬は、かかる

者と委託者の間で別途合意されるところに従い、

当事者間で支払われるものとし、信託財産からの

直接的な支弁は行いません。 

③  第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項により委託

を受けた者が、法律に違反した場合、この信託約

款の違反となる運用の指図に関する権限の行使

をした場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた

場合、その他の理由により必要と認められる場合

には、委託者は、運用の指図に関する権限の委

託を中止し、またはその委託内容を変更すること

ができます。 

 

(投資する株式等の範囲) 

第 21 条  委託者が投資することを指図する株式、新株引

受権証券および新株予約権証券は、証券取引

所に上場されている株式の発行会社の発行する

もの、証券取引所に準ずる市場において取引され

ている株式の発行会社の発行するものとします。

ただし、株主割当または社債権者割当により取得

する株式、新株引受権証券および新株予約権

証券については、この限りではありません。 

②  前項の規定にかかわらず、上場予定または登録

予定の株式、新株引受権証券および新株予約

権証券で目論見書等において上場または登録さ

れることが確認できるものについては委託者が投資

することを指図することができるものとします。 

 

(同一銘柄の株式等への投資制限) 

第 22 条  委託者は、取得時において信託財産に属する

同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純

資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の

指図をしません。  

②  委託者は、取得時において信託財産に属する

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権

証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の

100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしませ

ん。 

 

(信用取引の指図および範囲) 

第 23 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、信用取引により株券を売り付けることの指図

をすることができます。なお、当該売付の決済につ

いては、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うこ

との指図をすることができるものとします。 

②  前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる

建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範

囲内である場合においてできるものとします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により前項の売

付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託者は

速やかに、その超える額に相当する売付の一部を

決済するための指図をするものとします。 

 

(公社債の空売りの指図および範囲) 

第 24 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、信託財産の計算においてする信託財産に

属さない公社債を売り付けることの指図をすること

ができます。なお、当該売付の決済については、公

社債(信託財産により借り入れた公社債を含みま

す。)の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図

をすることができるものとします。 

②  前項の売付の指図は、当該売付にかかる公社

債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内である場合においてできるものとします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の

売付にかかる公社債の時価の総額が信託財産の

純資産総額を超えることとなった場合には、委託

者は速やかに、その超える額に相当する売り付け

の一部を決済するための指図をするものとします。 

 

(公社債の借入れの指図および範囲) 

第 25 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、公社債の借入れの指図をすることができま

す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担

保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指

図を行うものとします。 

②  前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の

時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で

ある場合においてできるものとします。 
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③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の

借入れにかかる公社債の時価の総額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委

託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ

た公社債の一部を決済するための指図をするもの

とします。 

④  第 1 項の借入れにかかる品借料は信託財産中

から支弁します。 

 

(先物取引等の運用指図) 

第 26 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な

運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび

為替変動リスクを回避するため、わが国の証券取

引所等における有価証券先物取引(金融商品取

引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいい

ます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引

(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲

げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券

オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項

第 3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)な

らびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類

似の取引を行うことの指図をすることができます。な

お、選択権取引は、オプション取引に含めて取り

扱うものとします(以下同じ。)。 

②  委託者は、わが国の取引所等における通貨にか

かる先物取引ならびに外国の取引所等における

通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行う

ことの指図をすることができます。 

③  委託者は、わが国の取引所等における金利にか

かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の

取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行

うことの指図をすることができます。 

 

(スワップ取引の運用指図) 

第 27 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な

運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび

為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、

異なった受取り金利または異なった受取り金利とそ

の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下

｢スワップ取引｣といいます。)を行うことの指図をする

ことができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契

約期限が、原則として第 4 条に定める信託期間

を超えないものとします。ただし、当該取引が当該

信託期間内で全部解約が可能なものについては

この限りではありません。 

③  スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手

方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評

価するものとします。 

④  委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提

供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の

提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

 

(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図) 

第 28 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な

運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび

為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引お

よび為替先渡取引を行うことの指図をすることがで

きます。 

②  金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあ

たっては、当該取引の決済日が、原則として第 4

条に定める信託期間を超えないものとします。ただ

し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が

可能なものについてはこの限りではありません。 

③  金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、

当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも

とに算出した価額で評価するものとします。 

④  委託者は、金利先渡取引および為替先渡取

引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必

要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの

指図を行うものとします。 

 

(同一銘柄の転換社債等への投資制限) 

第 29 条  委託者は、取得時において信託財産に属する

同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付

社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財

産が当該新株予約権付社債についての社債で

あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単

独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている

もの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3

第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予

約権付社債を含め｢転換社債型新株予約権付

社債｣といいます。)の時価総額が、信託財産の純

資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資

の指図をしません。 

 

(有価証券の貸付の指図および範囲) 

第 30 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、信託財産に属する株式および公社債につき

次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができ

ます。 

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付

株式の時価合計額が、信託財産で保有

する株式の時価合計額の 50％を超えない

ものとします。 

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸

付公社債の額面金額の合計額が、信託

財産で保有する公社債の額面金額の合

計額の 50％を超えないものとします。 

②  前項各号に定める限度額を超えることとなった場

合には、委託者は速やかに、その超える額に相当

する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③  委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認

めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま

す。 

 

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) 

第 31 条  外貨建有価証券への投資については、わが国の

国際収支上の理由等により特に必要と認められる

場合には、制約されることがあります。 

 

(外国為替予約の運用指図) 

第 32 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ためならびに信託財産に属する外貨建資産につい

ての為替変動リスクを回避するため、外国為替の

売買の予約を指図することができます。 

 

(信託業務の委託等) 

第 33 条  受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一

部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める

信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準

のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を

含みます。)を委託先として選定します。 

1．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の

遂行に懸念がないこと 

2．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託

業務を確実に処理する能力があると認められるこ

と 
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3．委託される信託財産に属する財産と自己の固有

財産その他の財産とを区分する等の管理を行う

体制が整備されていること 

4．内部管理に関する業務を適正に遂行するための

体制が整備されていること 

②  受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっ

ては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適

合していることを確認するものとします。 

③  前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲

げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受

託者および委託者が適当と認める者(受託者の利

害関係人を含みます。)に委託することができるも

のとします。 

1．信託財産の保存に係る業務 

2．信託財産の性質を変えない範囲内において、その

利用または改良を目的とする業務 

3．委託者のみの指図により信託財産の処分および

その他の信託の目的の達成のために必要な行為

に係る業務 

4．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能

を有する行為 

④  保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中

より支弁します。 

 

第 34 条  [削除] 

 

(混蔵寄託) 

第 35 条  金融機関または証券会社(金融商品取引法第

28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引

業を行う者および外国の法令に準拠して設立され

た法人でこの者に類する者をいいます。以下本条

において同じ。)から、売買代金および償還金等に

ついて円貨で約定し円貨で決済する取引により取

得した外国において発行された譲渡性預金証書

またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関ま

たは証券会社が保管契約を締結した保管機関に

当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄

託できるものとします。 

 

第 36 条  [削除] 

 

(信託財産の登記等および記載等の留保等) 

第 37 条  信託の登記または登録をすることができる信託

財産については、信託の登記または登録をするこ

ととします。ただし、受託者が認める場合は、信託

の登記または登録を留保することがあります。 

②  前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のた

めに委託者または受託者が必要と認めるときは、

速やかに登記または登録をするものとします。 

③  信託財産に属する旨の記載または記録をするこ

とができる信託財産については、信託財産に属す

る旨の記載または記録をするとともに、その計算を

明らかにする方法により分別して管理するものとし

ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を

明らかにする方法により分別して管理することがあ

ります。 

④  動産(金銭を除きます。)については、外形上区

別することができる方法によるほか、その計算を明

らかにする方法により分別して管理することがありま

す。 

 

(有価証券売却等の指図) 

第 38 条  委託者は、信託財産に属する有価証券の売却

等の指図ができます。 

 

(再投資の指図) 

第 39 条  委託者は、前条の規定による売却代金、有価

証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有

価証券等にかかる利子等、株式の配当金および

その他の収入金を再投資することの指図ができま

す。 

 

(資金の借入れ) 

第 40 条  委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに

運用の安定性をはかるため、信託財産において一

部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う

支払資金の手当てのために借入れた資金の返済

を含みます。)を目的として、または再投資にかかる

収益分配金の支払資金の手当てを目的として、

資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま

す。)の指図をすることができ、また法令上可能な

限度において融資枠の設定を受けることを指図す

ることができます。なお、当該借入金をもって有価

証券等の運用は行わないものとします。 

②  前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件

を満たす範囲内の額とします。 

1. 一部解約金の支払資金の手当のために

行った有価証券等の売却等による受取り

の確定している資金の額の範囲内。 

2. 一部解約金支払日の前営業日において

確定した当該支払日における支払資金の

不足額の範囲内。 

3. 借入れ指図を行う日における信託財産の

純資産総額の 10％以内。 

③  第 1 項の借入期間は、有価証券等の売却代

金等の入金日までに限るものとします。 

③の 2  前 2 項の規定にかかわらず、収益分配金の再

投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配

金が支弁される日からその翌営業日までとし、資

金借入額は収益分配金の再投資額を限度としま

す。 

④  借入金の利息および融資枠の設定に要する費

用は信託財産中より支弁します。 

 

(担保権設定にかかる確認的規定) 

第 40 条の 2 委託者は、信託財産の効率的な運用および運

用の安定性をはかるため、信託財産における特定

の資産につき、公社債の借入れ、スワップ取引、

金利先渡取引、為替先渡取引、為替予約取

引、資金の借入れその他の取引により信託財産

の負担する債務を担保するため、日本法または外

国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺

権を与えることを含みます。)の指図をすることがで

き、また、これに伴い適用法上当該担保権の効

力を発生させ、または対抗要件を具備するために

必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその

他一切の行為を行うことの指図をすることができま

す。 

②  担保権の設定に要する費用は、受益者の負担

とし、信託財産中より支弁します。 

 

(損益の帰属) 

第 41 条  委託者の指図に基づく行為により信託財産に生

じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

す。 

 

(受託者による資金の立替え) 

第 42 条  信託財産に属する有価証券について、借替、転
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換、新株発行または株式割当がある場合で、委

託者の申出があるときは、受託者は資金の立替

えをすることができます。 

②  信託財産に属する有価証券にかかる償還金

等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利

子等、株式の配当金およびその他の未収入金

で、信託終了日までにその金額を見積りうるものが

あるときは、委託者、受託者または第三者がこれ

を立替えて信託財産に繰り入れることができます。 

③  前 2 項の立替金の決済および利息については、

受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを

定めます。ただし、前 2 項の立替金の利息は、受

益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

 

(信託の計算期間) 

第 43 条  この信託の計算期間は、毎年 1 月 12 日から 4

月 11 日まで、4 月 12 日から 7 月 11 日まで、7

月 12 日から 10 月 11 日まで、および 10 月 12

日から翌年 1 月 11 日までとすることを原則としま

す。なお、第 1 計算期間は 1998 年 7 月 31 日か

ら 1998 年 10 月 11 日までとします。 

②  前項にかかわらず、前項の原則により各計算期

間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算

期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に

最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開

始されるものとします。 

 

(信託財産に関する報告) 

第 44 条  受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信

託財産に関する報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 

②  受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成して、これを委

託者に提出します。 

 

(信託事務の諸費用) 

第 45 条  信託事務の処理等に要する諸費用(監査費

用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、

郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の

管理事務に関連する費用、受益証券作成に関

する費用等を含みます。)は、受益者の負担とし、

信託財産中から支弁します。信託財産に関する

租税についても、受益者の負担とし、信託財産中

から支弁します。信託事務の処理等に要する諸

費用、信託財産に関する租税、受託者等の立替

えた立替金の利息およびその他信託財産に関す

る費用(信託報酬および当該信託報酬に対する

消費税等に相当する金額を除きます。)を、以下

｢諸経費｣と総称します。 

②  委託者は、前項に定める信託事務の処理等に

要する諸費用の支払を信託財産のために行い、

支払金額の支弁を信託財産から受けることができ

ます。この場合委託者は、現に信託財産のために

支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受

領する金額に上限を付することができます。また、

委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代

わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に

見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定

率または固定金額にて信託財産からその支弁を

受けることもできます。 

③  前項において諸費用の上限、固定率または固

定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規

模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あ

らかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固

定率または固定金額を変更することができます。 

④  第 2 項において諸費用の固定率または固定金

額を定める場合、かかる諸費用の額は、第 43 条

に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の

純資産総額に応じて計上されます。 

 

(信託報酬の額および支弁の方法) 

第 46 条  委託者および受託者の信託報酬の総額は、第

43 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託

財産の純資産総額に年 10,000 分の 145 の率を

乗じて得た額とします。 

②  前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終

了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託

者と受託者との間の配分は別に定めます。 

③  第 1 項の信託報酬に対する消費税等に相当す

る金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中か

ら支弁します。 

 

(収益の分配) 

第 47 条  信託財産から生ずる毎計算期末における利益

は、次の方法により処理します。 

1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品

貸料およびこれらに類する収益から支払利

息を控除した額(以下｢配当等収益｣といい

ます。)は、諸経費、信託報酬および当該

信託報酬に対する消費税等に相当する

金額を控除した後その残金を受益者に分

配することができます。なお、次期以降の

分配にあてるため、その一部を分配準備積

立金として積み立てることができます。 

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金

額(以下｢売買益｣といいます。)は、諸経

費、信託報酬および当該信託報酬に対す

る消費税等に相当する金額を控除し、繰

越欠損金のあるときは、その全額を売買益

をもって補てんした後、受益者に分配する

ことができます。なお、次期以降の分配に

あてるため、分配準備積立金として積み立

てることができます。 

②  毎計算期末において、信託財産につき生じた損

失は、次期に繰り越します。 

 

第 48 条 [削除] 

 

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) 

第 49 条  収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヶ

月以内の委託者の指定する日から委託者の指定

する証券会社および登録金融機関を通じて、毎

計算期間の末日において振替機関等の振替口

座簿に記載または記録されている受益者(当該収

益分配金にかかる計算期間の末日以前において

一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除

きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間

の末日以前に設定された受益権で取得申込代

金支払前のため委託者の指定する証券会社また

は登録金融機関の名義で記載または記録されて

いる受益権については原則として取得申込者とし

ます。)に支払います。なお、2007 年 1 月 4 日以

降においても、第 50 条に規定する時効前の収益

分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその

効力を有するものとし、当該収益分配金交付票

と引き換えに受益者に支払います。 

②  前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基

づいて収益分配金を再投資する受益者に対して
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は、受託者が委託者の指定する預金口座等に払

い込むことにより、原則として、毎計算期間終了

日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定

する証券会社および登録金融機関に交付されま

す。この場合、委託者の指定する証券会社および

登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分

配金の再投資にかかる受益権の売付けを行いま

す。当該売付けにより増加した受益権は、第 9 条

第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載ま

たは記録されます。 

②の 2 委託者の指定する証券会社および登録金融機

関は、前項の受益者がその有する受益権の全部

もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間

を指定し、前項の収益分配金の再投資にかかる

受益権の売付けを中止することを申し出た場合に

おいては、前項の規定にかかわらず、当該受益権

に帰属する収益分配金を当該計算期間終了の

都度受益者に支払います。 

③  償還金(信託終了時における信託財産の純資

産総額を受益権口数で除した額をいいます。以

下同じ。)は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託

者の指定する日から信託終了日において振替機

関等の振替口座簿に記載または記録されている

受益者(信託終了日以前において一部解約が行

われた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該信託終了日以前に設定された受益権で取

得申込代金支払前のため委託者の指定する証

券会社または登録金融機関の名義で記載または

記録されている受益権については原則として取得

申込者とします。)に支払います。なお、当該受益

者は、その口座が開設されている振替機関等に

対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換

えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の

抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした

がい当該振替機関等の口座において当該口数の

減少の記載または記録が行われます。また、受益

証券を保有している受益者に対しては、償還金

は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定

する日から受益証券と引き換えに、委託者の指定

する証券会社および登録金融機関を通じて、当

該受益者に支払います。 

④  一部解約金は、受益者による一部解約の実行

の請求日から起算して、原則として 5 営業日目か

ら委託者の指定する証券会社および登録金融機

関を通じて当該受益者に支払います。 

⑤  前各項に規定する収益分配金、償還金および

一部解約金の支払いは、委託者の指定する証

券会社および登録金融機関の営業所等において

行うものとします。 

⑤の 2 収益分配金、償還金および一部解約金にかか

る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信

託時の受益権の価額等に応じて計算されるものと

します。 

⑥  [削除] 

⑦  [削除] 

 

(収益分配金および償還金の時効) 

第 50 条  受益者が、収益分配金については前条第 1 項

に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを

請求しないとき、ならびに信託終了による償還金

について前条第 3 項に規定する支払開始日から

10 年間その支払いを請求しないときは、その権利

を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託

者に帰属します。 

 

(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに

関する受託者の免責) 

第 51 条  受託者は、収益分配金については第 49 条第 1

項に規定する支払開始日および第 49 条第 2 項

に規定する交付開始前までに、償還金については

第 49 条第 3 項に規定する支払開始日までに、

一部解約金については第 49 条第 4 項に規定す

る支払日までに、その全額を委託者の指定する預

金口座等に払い込みます。 

②  受託者は、前項の規定により委託者の指定す

る預金口座等に収益分配金、償還金および一

部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支

払いにつき、その責に任じません。 

 

(受益権の買取) 

第 52 条  委託者の指定する証券会社および登録金融機

関は、1999 年 7 月 11 日以降において受益者か

ら買取の請求があるときは、1999 年 7 月 11 日

以降の毎月 11 日(以下｢特定日｣といいます。た

だし、休業日または英国証券取引所もしくは

ニューヨーク証券取引所またはロンドンの銀行もしく

はニューヨークの銀行の休業日の場合は翌営業日

を特定日とします。)を買取の実行の請求日として

1 口単位をもってその受益権を買取ります。以上

にかかわらず、当該証券会社または登録金融機

関が事前に委託者に対して書面で通知し、委託

者がこれを書面により承諾した場合には、本項の

適用はありません。当該証券会社または登録金

融機関に関してすでに本項の適用がある場合に

は、委託者はやむを得ない場合を除き承諾しない

ものとします。 

②  委託者の指定する証券会社および登録金融機

関は、1999 年 7 月 10 日以前に、または特定日

を除く信託期間中に、受益者(受益者死亡の場

合にはその相続人)から、次の事由により買取の請

求があるときは、当該事由の発生を確認のうえ、

当該請求の日を買取の実行の請求日として、1

口単位をもってその受益権を買取ります。なお、委

託者の指定する証券会社または登録金融機関

は、当該受益者(受益者死亡の場合にはその相

続人)に対し、当該事由を証する書類の提示を求

める等して当該事由の発生を確認するものとしま

す。委託者の指定する証券会社または登録金融

機関は、前項または本項により受益者より買取っ

た受益権を 1999 年 7 月 11 日以降の特定日に

おいて、委託者に一部解約の実行を請求できるも

のとします。 

1. 受益者が死亡したとき 

2. 受益者が天災地変その他不可抗力により

財産の大部分を滅失したとき 

3. 受益者が破産宣告を受けたとき 

4. 受益者が疾病により生計の維持ができなく

なったとき 

5. その他前各号に準ずる事由があるものとし

て委託者の指定する証券会社または登録

金融機関が認めるとき 

 ただし、当該証券会社または登録金融機関が

事前に委託者に対して書面で通知し、委託者が

これを書面により承諾した場合には、本項の適用

はありません。当該証券会社または登録金融機

関に関してすでに本項の適用がある場合には、委

託者はやむを得ない場合を除き承諾しないものと

します。 
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③  前 2 項の場合、受益権の買取価額は、買取の

実行の請求日の翌営業日の基準価額から、当

該買取りに関して当該買取りを行う委託者の指

定する証券会社および登録金融機関にかかる源

泉徴収税額に相当する金額を控除した額としま

す。 

④  委託者の指定する証券会社または登録金融機

関は、証券取引所における取引の停止、外国為

替取引の停止その他やむを得ない事情(コンピュー

ターの誤作動等により決済が不能となった場合、

基準価額の計算が不能となった場合、計算され

た基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場

合等を含みます。)があるときは、委託者との協議

に基づいて、第 1 項および第 2 項による受益権の

買取を中止することまたはすでに受付けた買取請

求を保留または取消すことができます。 

⑤  前項により受益権の買取が中止された場合また

はすでに受付けた買取請求が保留された場合に

は、受益者は買取中止または請求保留以前に

行った当日の買取あ請求を撤回できます。ただ

し、受益者がその買取請求を撤回しない場合に

は、当該受益権の買取価額は、買取中止または

請求保留を解除した後の最初の基準価額の計

算日を買取の実行の請求日として第 3 項の規定

に準じて計算された価額とします。 

 

(信託の一部解約) 

第 53 条  受益者は、1999 年 7 月 11 日以降の特定日を

一部解約の実行の請求日として、自己に帰属す

る受益権につき、委託者に 1 口単位をもって一部

解約の実行を請求することができます。解約の受

付けは、前月の特定日の翌営業日から解約の請

求を行う月の特定日までとします。 

②  前項の規定にかかわらず、受益者(受益者死亡

の場合にはその相続人)は、次の事由により、一部

解約の実行の請求をすることができます。この場合

において、委託者の指定する証券会社または登

録金融機関は、当該事由の発生を確認のうえ、

当該請求日を一部解約の実行の請求日として、

一部解約の実行の請求を受付けます。なお、委

託者または委託者の指定する証券会社もしくは

登録金融機関は、当該受益者(受益者死亡の

場合にはその相続人)に対し、当該事由を証する

書類の提示を求める等して当該事由の発生を確

認するものとします。 

1. 受益者が死亡したとき 

2. 受益者が天災地変その他不可抗力により

財産の大部分を滅失したとき 

3. 受益者が破産宣告を受けたとき 

4. 受益者が疾病により生計の維持が出来な

くなったとき 

③  委託者は、前 2 項の一部解約の実行の請求を

受け付けた場合には、この信託契約の一部を解

約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を

行う受益者は、その口座が開設されている振替機

関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託

契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、

当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の

抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした

がい当該振替機関等の口座において当該口数の

減少の記載または記録が行われます。 

④  第 1 項および第 2 項の一部解約の価額は、一

部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額

とします。 

⑤  2007 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約

に係る一部解約の実行の請求を受益者がすると

きは、委託者の指定する証券会社または登録金

融機関に対し、振替受益権をもって行うものとしま

す。ただし、2007 年 1 月 4 日以降に一部解約金

が受益者に支払われることとなる一部解約の実行

の請求で、2007 年 1 月 4 日前に行われる当該

請求については、振替受益権となることが確実な

受益証券をもって行うものとします。 

⑥  委託者は、証券取引所における取引の停止、

外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(コ

ンピューターの誤作動等により決済が不能となった

場合、基準価額の計算が不能となった場合、計

算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生

じた場合等を含みます。)があるときは、第 1 項お

よび第 2 項による一部解約の実行を中止すること

およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求

を保留または取消すことができます。 

⑦  前項により一部解約の実行の請求の受付が中

止された場合またはすでに受け付けた一部解約の

実行の請求が保留された場合には、受益者は当

該受付中止または請求保留以前に行った当日の

一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、

受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな

い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、

当該受付中止または請求保留を解除した後の最

初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請

求日として第 4 項の規定に準じて計算された価

額とします。 

⑧  委託者は、信託契約の一部を解約することによ

り、この信託にかかる受益権の口数が 40 億口を

下回ることとなった場合には、受託者と協議のう

え、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この

信託契約を解約し、この信託を終了させることが

できます。 

⑨  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、こ

れを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書

面を交付します。ただし、全ての受益者に対して

書面を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 

⑩  第 54 条第 3 項から第 6 項までの規定は、前

項の場合にこれを準用します。この場合において、

第 54 条第 4 項中｢第 1 項｣とあるのは｢第 53 条

第 8 項｣と読み替えます。 

 

(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い) 

第 53 条の 2  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載ま

たは記録されている受益権にかかる収益分配金

の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一

部解約金および償還金の支払い等については、こ

の約款によるほか、民法その他の法令等にした

がって取り扱われます。 

 

(信託契約の解約) 

第 54 条  委託者は、信託期間中において、この信託契約

を解約することが受益者のため有利であると認める

とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信

託を終了させることができます。この場合において、

委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督

官庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解

約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した

書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に



 <信託約款>

対して交付します。ただし、この信託契約に係るす

べての受益者に対して書面を交付したときは、原

則として、公告を行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は

一月を下らないものとします。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を

超えるときは、第 1 項の信託約款の解約をしませ

ん。 

⑤  委託者は、この信託約款の解約をしないこととし

たときは、解約しない旨およびその理由を公告し、

かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受

益者に対して交付します。ただし、全ての受益者

に対して書面を交付したときは、原則として、公告

を行いません。 

⑥  第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状

態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている

場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下

らずにその公告および書面の交付を行うことが困

難な場合には適用しません。 

 

(信託契約に関する監督官庁の命令) 

第 55 条  委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約

の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し信託を終了させます。 

②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信

託約款を変更しようとするときは、第 59 条の規定

にしたがいます。 

 

(委託者の登録取消等に伴う取扱い) 

第 56 条  委託者が監督官庁より登録の取消を受けたと

き、解散したときまたは業務を廃止したときは、委

託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させ

ます。 

②  前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託

契約に関する委託者の業務を他の投資信託委

託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託

は、第 59 条第 4 項に該当する場合を除き、当

該投資信託委託会社と受託者との間において存

続します。 

 

(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い) 

第 57 条  委託者は、投資信託委託会社の事業の全部

または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この

信託契約に関する事業を譲渡することがありま

す。 

②  委託者は、分割により事業の全部または一部を

承継させることがあり、これに伴い、この信託契約

に関する事業を承継させることがあります。 

 

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 

第 58 条  受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を

辞任することができます。受託者がその任務に背

いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委

託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を

請求することができます。受託者が辞任した場

合、または裁判所が受託者を解任した場合、委

託者は第 59 条の規定にしたがい、新受託者を選

任します。 

②  委託者が新受託者を選任できないときは、委託

者は、この信託契約を解約し、信託を終了させま

す。 

 

(信託約款の変更) 

第 59 条  委託者は、受益者の利益のため必要と認めると

きまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託

者と合意のうえ、この信託約款を変更することがで

きるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨および

その内容を監督官庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が

重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする

旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を

記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受

益者に対して交付します。ただし、この信託約款に

係るすべての受益者に対して書面を交付したとき

は、原則として、公告を行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は

一月を下らないものとします。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を

超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしませ

ん。 

⑤  委託者は、当該信託約款の変更をしないことと

したときは、変更しない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られた

る受益者に対して交付します。ただし、すべての

受益者に対して書面を交付したときは、原則とし

て、公告を行いません。 

(反対者の買取請求権) 

第 59 条の 2  第 54 条に規定する信託契約の解約または前

条に規定する信託約款の変更を行う場合におい

て、第 54 条第 3 項または前条第 3 項の一定の

期間内に委託者に対して異議を述べた受益者

は、委託者の指定する証券会社または登録金融

機関を通じ、受託者に対し、自己に帰属する受

益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求す

ることができます。 

 

(公  告) 

第 60 条  委託者が受益者に対してする公告は、日本経

済新聞に掲載します。 

 

(信託約款に関する疑義の取扱い) 

第 61 条  この信託約款の解釈について疑義が生じたとき

は、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

(附  則) 

第 1 条  第 49 条第 5 項の 2 に規定する｢収益調整金｣

は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものと

し、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本

との差額をいい、原則として、追加信託のつど当

該口数により加重平均され、収益分配のつど調

整されるものとします。また、同条同項に規定する

｢各受益者毎の信託時の受益権の価額等｣とは、

原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価

額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平

均され、収益分配のつど調整されるものとします。

なお、2000 年 3 月 30 日以前の取得申込にかか

る受益権の信託時の受益権の価額は、委託者が

計算する 2000 年 3 月 31 日の平均信託金(信

託金総額を総口数で除して得た額)とみなすもの

とします。 

 

第 2 条  2006 年 12 月 29 日現在の信託約款第 9 条、



 <信託約款>

第 10 条、第 12 条から第 18 条の規定および受

益権と読み替えられた受益証券に関する規定

は、委託者がやむを得ない事情等により受益証

券を発行する場合には、なおその効力を有するも

のとします。 

 

第 3 条  第 28 条および第 40 条の 2 に規定する｢金利

先渡取引｣は、当事者間において、あらかじめ将

来の特定の日(以下｢決済日｣といいます。)におけ

る決済日から一定の期間を経過した日(以下｢満

期日｣といいます。)までの期間に係る国内または

海外において代表的利率として公表される預金

契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率

(以下｢指標利率｣といいます。)の数値を取り決

め、その取り決めに係る数値と決済日における当

該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元

本として定めた金額および当事者間で約定した日

数を基準とした数値を乗じた額を決済日における

当該指標利率の現実の数値で決済日における

現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する

取引をいいます。 

 

第 4 条  第 28 条および第 40 条の 2 に規定する｢為替

先渡取引｣は、当事者間において、あらかじめ決

済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取

引(同一の相手方との間で直物外国為替取引お

よび当該直物外国為替取引と反対売買の関係

に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取

引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ

幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相

場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相

場との差を示す数値をいいます。以下本条におい

て同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ

幅から決済日における当該為替スワップ取引の現

実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本と

して定めた金額を乗じた額を決済日における指標

利率の数値で決済日における現在価値に割り引

いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅

から決済日における当該為替スワップ取引の現実

のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として

定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定

めた金額について決済日を受渡日として行った先

物外国為替取引を決済日における直物外国為

替取引で反対売買したときの差金に係る決済日

から満期日までの利息とを合算した額を決済日に

おける指標利率の数値で決済日における現在価

値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を

いいます。 

 

 

 上記条項により信託契約を締結します。 

 

 

  信託契約締結日  1998 年 7 月 31 日 

 

 

委託者  ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

 

 

受託者  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 



■ 設定・運用は�

請求目論見書�

2008.1
※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。�

ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド�
愛称「宝島グローバル・ボンド」�

追加型株式投資信託／バランス型�

（注）｢宝島｣は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。�



1. この目論見書により行うゴールドマン･サックス･グローバル・ボンド・ファンド（愛称「宝島グロー
バル・ボンド」）（以下「本ファンド」といいます。）の受益権の募集については、委託会社は、金融商
品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により、有価証券届出書を平成19年12月27日に関
東財務局長に提出しており、平成20年1月12日にその届出の効力が生じております。

2. 本ファンドは債券など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、
基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。

●投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。

●投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。

●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。

●銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
本ファンドは、主に国内外の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落
や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ること
があります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

（注1）本書においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」ということがあります。
また、委託会社の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を「販売会社」といいます。

（注2）本書において投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法第198号。その後の改正を含みます。）を「投資信託
法」ということがあります。また、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法
律」となった場合は読み替えるものとします。）を「社振法」ということがあります。

（注3）本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、したがって合計として表
示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

（注4）本書において「ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド」を「本ファンド」ということがあります。
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第１ ファンドの沿革  
本ファンドの信託設定日は１９９８年７月３１日であり、同日より運用を開始しました。 

 

第２ 手続等  
１  申込（販売）手続等  

(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。

お買付のお申込みは、各販売会社所定の方法により、毎営業日
＊1
受付けます。毎営業日の午後３時（国内の金

融商品取引所の半休日は午前11時）
＊２

までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る各

販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、

翌営業日のお取扱いとします。 

＊１ 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日(以下

「ロンドンまたはニューヨークの休業日」といいます。)に該当する場合には、各販売会社の営業日であっても、お買付のお

申込みはお受付いたしません。なお、収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、「ロンドンまたはニュー

ヨークの休業日」においてもこれを受付けるものとします。 

＊２ 販売会社によっては午後３時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）より前に受付を締め切る場合がありますので、

各販売会社にご確認ください。 

(2) 収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差引

かれた後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」がありますので、どちらかのコースを

お選びいただくことになります（ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があ

ります。）。一度お選びいただいたコースは途中で変更することはできません。 

 「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資

契約」（販売会社によっては名称が異なる場合もございます。）を当該販売会社との間で結んでいただきます。

ただし、自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社に

よっては、再投資を中止することを申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

(3) お申込価額は、お申込日の翌営業日の基準価額です。また、お申込みには申込手数料および当該申込手数料

に係る消費税等相当額がかかります。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、各計

算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

電話：03（6437）6000（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで） 

ホームページ・アドレス：www.gsam.co.jp 

 また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます（略称：宝

島ＧＢ）。 

(4) お申込単位は以下のとおりです。 

ａ．一般コース：      １万口以上１口単位 

ｂ．自動けいぞく投資コース：１万円以上１円単位 

（注）ただし、販売会社によっては最低申込単位が異なる場合があります。 

 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、１口の整数倍をもって取得のお申込みに

応じます。 

(5) お買付代金はお申込みの販売会社にお支払ください。お買付代金の払込期日は販売会社により異なります。

詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。 

(6) 金融商品取引所における取引の中止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（コンピューターの誤作

動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合

理的な疑いが生じた場合等を含みます。）があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権のお買付

のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたかかるお申込みを取消すことができます。 
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２ 換金（解約）手続等  

(1) ご換金のお申込みは、毎月の特定日（毎月11日）
＊1

の午後３時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11

時）
＊2
までに販売会社にお申込みください。当該お申込みの受付にかかる各販売会社所定の事務手続が完了し

たものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。委

託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。ご換金場所は販売会社

の本・支店、営業所です。 

*１  ただし、11日が国内の休業日または「ロンドンまたはニューヨークの休業日」の場合は翌営業日。 

*２  販売会社によっては午後３時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）より前に受付を締め切る場合がありますので、

各販売会社にご確認ください。 

(2) ご換金の方法は「解約請求制」と「買取請求制」があります。ご換金の単位は、ともに1口単位とします。

販売会社によっては換金単位が異なる場合があります。 

次の事由による場合には、特定日以外の日であっても、販売会社で、１口単位で「買取請求制」によるご換

金（特別買取請求制）ができます。 

１．受益者が死亡したとき 

２．受益者が天災地変、その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき 

３．受益者が破産宣告を受けたとき 

４．受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき 

５．その他上記１．～４．に準ずる事由があるものとして販売会社が認めるとき（準ずる事由とは、火災、

事故、失業など販売会社が予め定めた範囲に限るものとします。） 

 また、上記１．～４．の事由の場合に限り、特定日以外の日においても「解約請求制」によるご換金（特別

解約請求制）ができます。 

 これらの場合には、当該事由を証する所定の書類をご提示いただきます。 

(3) ご換金価額は、以下のとおりとなります。 

◇解約請求制（特別解約請求制を含みます。）の場合 

特定日（特別解約請求制の場合は、請求日）の翌営業日の基準価額から所得税および地方税（基準価額が

受益者ごとの個別元本
＊１

を上回った場合その超過額に対して個人の受益者については10％（所得税７％、

地方税３％）
*２
、法人の受益者については７％（所得税７％）

＊３
）を差引いた金額となります。 

◇買取請求制（特別買取請求制を含みます。）の場合 

特定日（特別買取請求制の場合は、請求日）の翌営業日の基準価額となります。
＊4
 

*１  「個別元本」とは、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額

は含まれません。）をいいます。 

*２  2009年４月１日以降は、20％（所得税15％、地方税５％）となる予定です。 

*３  2009年４月１日以降は、15％（所得税15％）となる予定です。 

*４  ただし、一定の要件を満たしていない場合には、基準価額を基準として算定した個別元本超過額に対して７％（2009年

４月１日以降は15％となる予定）として計算した所得税相当額を控除することとなります。また、別途買取差益につい

て譲渡所得として個人の受益者の場合10％（所得税７％、地方税３％）の申告分離課税が適用されるため、原則として

確定申告を行うことが必要となります。2009年1月1日以降は、同税率は20％(所得税15％、地方税5％)となる予定です。 

詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの費用／税金について知りたい」をご覧く

ださい。 

(4) 本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能

です。 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

電話：03（6437）6000（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで） 

ホームページ・アドレス：www.gsam.co.jp 

 また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます（略称：

宝島ＧＢ）。 

(5) ご換金の代金は、特定日（特別解約（買取）請求制の場合は、請求日）から起算して、原則として５営業日

目から販売会社を通じて受益者に支払われます。 

(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、特定日当日の１件あたり３億円を超える大口のご換金は制限するこ

とがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
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(7) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（コンピューターの誤作

動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合

理的な疑いが生じた場合等を含みます。）があるときは、ご換金のお申込みの受付を中止またはすでに受付け

たご換金のお申込みを保留または取消しさせていただくことがあります。この場合、受益者は当該中止または

保留以前に行った当日のご換金のお申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金のお申込みを撤回し

ない場合には、ご換金代金は、当該受付中止または請求保留を解除した後の最初の基準価額の計算日をご換金

のお申込日として前記に準じて計算された価額とします。 

(8) また、信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、後記「第3 管理及び運営 1 

資産管理等の概要 (5)その他 b.約款変更」に定める期間内に異議を述べた受益者は、投資信託法の規定に

基づき、受益権の買取を請求することができます。下記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5)その

他 ａ．信託の終了 (b)その他の事由による信託の終了」に規定する信託契約の解約を行う場合において、所

定の期間内に異議を述べた受益者についても同様です。 

 

 

第３ 管理及び運営  
１ 資産管理等の概要  

(1） 資産の評価  

 本ファンド１万口当りの純資産総額（以下「基準価額」といいます。）は、本ファンドの信託財産の純資

産総額をその時の受益権総口数で除して得た１万口当たりの額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託

財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資

信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、

外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算

します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとし

ます。 

 本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可

能です。 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

電話         ：03（6437）6000（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで） 

ホームページ・アドレス：www.gsam.co.jp 

 また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます（略

称：宝島ＧＢ）。原則として年２回（４月および10月）の決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか

信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたしま

す。 

 委託会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次で運用経過について記載したレポートが作

成されています。最新のレポートは、販売会社または上記のホームページにおいて入手可能です。 

(2） 保管  

 該当事項はありません。 

(3） 信託期間  

 本ファンドの信託期間は1998年７月31日から開始し、期限はありません。ただし、下記「(5)その他 ａ．

信託の終了」の場合には、信託は終了します。 

(4） 計算期間  

 本ファンドの計算期間は毎年１月12日から４月11日まで、４月12日から７月11日まで、７月12日から10月

11日まで、および10月12日から翌年１月11日までとすることを原則とします。なお、第１計算期間は1998年

７月31日から1998年10月11日までです。以上にかかわらず、この原則により各計算期間終了日に該当する日

が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計

算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。 

(5） その他  

ａ．信託の終了 

(a) 受益権総口数の減少に伴う繰上償還 

 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権総口数が40億口を下回ることとなった場
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合には、受託銀行と協議のうえ、あらかじめ、監督官庁に届出ることにより、信託契約を解約し、信託

を終了させることができます。 

 委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書

面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。繰上償還を行う場合は、下記「(b) その他の事由による信託の終了」に定める受益者異義手続を

準用します。 

 公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 

(b) その他の事由による信託の終了 

 監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき（た

だし監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたとき

は、信託は、下記ｂ．に記載する受益者の異議により約款変更ができない場合を除き、当該投資信託委

託会社と受託銀行との間において存続します。）、受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき

（ただし他の信託銀行が受託者の業務を引継ぐときを除きます。）、受託銀行の辞任または解任に際し

委託会社が新受託者を選任できないときは（新受託者の選任を行う場合は、下記ｂ．に定める手続を準

用します。）、委託会社は信託契約を解約し、信託は終了します。なお、受託銀行は、委託会社の承諾

を受けて受託者としての任務を辞任することができます。受託銀行が受託者を辞任したときは、委託会

社は新受託者を選任します。また、受託銀行がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたとき

は、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を請求することができます。 

 また、委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認

めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、信託契約を解約し、信

託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監

督官庁に届出ます。委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か

つ、その旨を記載した書面を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約

に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告お

よび書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記し

ます。なお、一定の期間は１カ月を下らないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者

の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、信託契約の解約をしません。委託会社は、

信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事

項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行いません。以上は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない

事情が生じている場合であって、一定の期間が１カ月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと

が困難な場合には適用しません。 

 公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 

ｂ．約款変更 

 委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得な

い事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することができ、あらかじめ、変更し

ようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。 

 委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およ

びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款に係る知られたる受益者に対して交

付します。ただし、信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を

行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議

を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は１カ月を下らないものとします。当該一定の期間内に

異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、信託約款の変更をしま

せん。委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、

かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に

対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

 公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。 

ｃ．その他の契約の変更 

(a) 募集・販売契約 

 委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、１年ごとに自
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動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。その終了ま

たは変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対し通知を行う手配をします

が、必ずしもただちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。 

(b) 投資顧問契約 

 委託会社と投資顧問会社（ＧＳＡＭロンドン）との間の投資顧問契約には期限の定めがありません。

投資顧問契約は、当事者間の合意により変更することができます。投資顧問会社が法律に違反した場合、

信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、投資顧問契約に違反した場合、本

ファンドに重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認める場合には、委託会社は、運

用の指図に関する権限の委託を中止し、または本ファンドに関する投資顧問契約上のサービスの中止ま

たは変更を投資顧問会社に対して求めることができます。投資顧問契約の終了または変更は、その内容

が重大なものについて、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付しま

す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

 公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。 

ｄ．反対者の買取請求権 

 上記ａ．に規定する信託契約の解約または上記ｂ．に規定する信託約款の変更を行う場合において、上

記ａ．または上記ｂ．の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社の販売会社を

通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求す

ることができます。 

ｅ．委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 

 委託会社は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託

契約に関する事業を譲渡することがあります。 

 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に

関する事業を承継させることがあります。 

ｆ．信託業務の委託等 

 受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業

務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）

を委託先として選定します。 

(a) 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

(b) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること 

(c) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が

整備されていること 

(d) 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

 受託銀行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記に掲げる基準に適合している

ことを確認するものとします。 

上記にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託銀行および

委託会社が適当と認める者（受託銀行の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 

(a) 信託財産の保存に係る業務 

(b) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

(c) 委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係

る業務 

(d) 受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

 保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。 

ｇ．混蔵寄託 

 金融機関または証券会社（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者およ

び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本g．において同じ。）か

ら、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行

された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結

した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 

ｈ．信託財産の登記等および記載等の留保等 

 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとし
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ます。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

 前段落ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、

速やかに登記または登録をするものとします。 

信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の

記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。た

だし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明ら

かにする方法により分別して管理することがあります。 

ｉ．有価証券売却等の指図 

 委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

ｊ．再投資の指図 

 委託会社は、上記の売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利

子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

 

２ 受益者の権利等  

(1) 収益分配金の受領権に関する内容及び権利行使の手続 

 収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して５営業日までに販売会社を通じ

て、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開

始します。 

 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託銀

行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、

収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に

対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みに

より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

 販売会社は、受益者がその有する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定

し、上記の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、上記

にかかわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払うことができます。 

 受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受

託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 

(2) 償還金の受領権に関する内容及び権利行使の手続 

 償還金（信託終了時の本ファンドの信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額）は、原則として信

託終了日から起算して５営業日までに販売会社を通じて、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記

載または記録されている受益者への支払いを開始します。 

 受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利

を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 

(3) 一部解約金・買取代金の受領権に関する内容及び権利行使の手続 

 一部解約金・買取代金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「第2 手続等 2 

換金（解約）手続等」をご覧ください。 

 一部解約金・買取代金は原則として、特定日（特別解約請求制または特別買取請求制の場合は、請求日）

から起算して５営業日目から販売会社を通じて受益者に支払います。 

(4) 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責 

 受託銀行は、収益分配金については支払開始日（一般コースの場合）および販売会社への交付開始前（自

動けいぞく投資コースの場合）までに、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日

までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。 

 受託銀行は、上記により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込

んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

(5) 換金手続等 

 前記「第2 手続等 2 換金（解約）手続等」をご覧ください。 
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